
文化力と価値創造に関する特別委員会  議事次第  
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１  開   会  

 

 

 

２  出席要求理事者  

 

 

 

３  確認事項  

 

 

 

４  所管事項に係る事務事業概要  

 

 

 

５  今期の委員会運営方針  

 

 

 

６  委員間討議  

  「今後の調査・研究テーマについて」  

 

 

 

７  今後の委員会運営  

 

 

 

８  そ  の  他  

 

 

 

９  閉   会  
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京都府議会文化力と価値創造に関する特別委員会規程 

 

（設置） 

第１条 京都府議会に文化力と価値創造に関する特別委員会（以下

「委員会」という。）を置く。 

（調査） 

第２条 委員会は、伝統文化、生活文化などの継承・発展や文化と

観光、食、伝統産業、先端産業などあらゆる分野との融合により、

新たな価値を創造し、発信するための施策について調査し、及び

研究する。 

（構成） 

第３条 委員会は、委員 11 人をもって構成する。 

（委員長及び副委員長） 

第４条 委員会に、委員長及び副委員長２人を置く。 

 

   附 則 

 この規程は、令和５年５月 26 日から施行する。 

 

 

 

 



 

【閉会中の継続審査及び調査事項】 

 

  

 伝統文化、生活文化などの継承・発展や文化と観光、食、伝統産業、先

端産業などあらゆる分野との融合により、新たな価値を創造し、発信する

ための施策について  



 

- 1 - 

令和８年度 委員会運営に関する申合せ 
 
１ 委員会の活動について 
 
 (1) 定例会中の活動 
 
  ア 常任委員会及び予算特別委員会分科会（標準的な運営） 

１日目 
 
 
 

１ 開会 
２ 報告事項 
３ 付託議案及び審査依頼議案（質疑終結まで） 
４ 閉会 
 

２日目 
 
 
 
 

１ 開会 
２ 付託議案（討論・採決） 
３ 審査依頼議案（適否確認） 
４ 付託請願 
５ 所管事項 
６ 閉会中の継続審査及び調査 
７ 今後の委員会運営 
８ その他 
９ 閉会 

   下線部…予算特別委員会分科会関係の議事 
   審査依頼議案がない場合は「常任委員会」として開催 

 
  イ 特別委員会（標準的な運営） 

１ 日 
 
 
 
 
 
 
 
 

１ 開会 
２ 所管事項の調査 
 (1) 理事者からの説明 
 (2) 参考人からの意見聴取 
３ 委員間討議  
４ 閉会中の継続審査及び調査 
５ 今後の委員会運営 
６ その他 
７ 閉会 
 

   参考人の招致は、前の定例会の委員会に諮り、招致決定を行うものとする。  
   ただし、前の定例会中にテーマや候補者が整わなかった場合は、正副委員長で

協議の上、招致を決定し、速やかに各委員に報告するものとする。  
      また、「３ 委員間討議」を実施するか否かについては、各委員会の裁量で判

断するものとする。 
 
 (2) 閉会中の活動 
 
  ア 初回委員会 
    各委員会の出席要求理事者の決定及び委員会運営に関する申合せの内

容について確認するとともに、所管部局の事務事業概要等を聴取する。 
 
    イ 常任委員会（毎月常任） 
    原則、定例会中の委員会が開催される月以外にも常任委員会を開催す

ることとし、議事内容は、報告事項の聴取や特定のテーマに係る所管事
項の調査等、委員会の裁量で弾力的に運営する。 

    また、委員会として必要な場合は、適宜、参考人を招致することがで
きるものとし、参考人制度を活用した調査については、定例会中の特別
委員会の例によるものとする。 
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  ウ 特別委員会 
    定例会中の特別委員会以外にも、必要に応じて特別委員会を開催する

ことができることとする。 
 
  エ 管内外調査 
    管内調査は、閉会中の常任委員会の活動日に実施することができるこ

ととし、同一時期に同一広域振興局管内に集中しないよう委員会間相互
の調整に努めるとともに、広域振興局長の対応が困難な場合など、出席
理事者の弾力的な対応を了承するものとする。 

    また、管外調査に係る事前調査については、調査概要等の資料を、事
前に会議アプリケーションに格納することをもって代えることができる
ものとする。 
 なお、管内調査においては、可能な場合は府民傍聴を認めるものとす
る。 

    
  オ 出前議会 
    出前議会については、各常任委員会の裁量により、閉会中の常任委員

会の活動日に実施するものとする。 
 
  (3) 行催事等に係る委員会調査 
   府が主催・共催・後援する行催事等で、委員会の所管事項の調査のため、

委員が出席することが有意義と認められるものについては、委員会に諮り
委員会調査として実施する。ただし、行催事を追加する場合は、正副委員
長で協議の上、実施するものとする。 

 
  (4) 委員会活動の広報 
   各委員会の活動状況等を、テレビ広報番組及び議会広報（議会だより、

ホームページ、ＳＮＳ）により紹介する。 
   なお、委員会や管内調査、出前議会等において、テレビ広報番組及び議

会広報作成のための取材、撮影、録音は、支障のない範囲でこれを認める
ものとする。 

 
  (5) 委員会活動のまとめ 
   ２月定例会における「委員会活動のまとめ」については、年間を通じた

総括的なものとし、次期委員会において、理事者に配付するものとする。
ただし、特別委員会において、政策提案・提言がまとまった場合は、「委
員会活動のまとめ」に代えて、政策提案・提言を配付する。 

   なお、委員会活動のまとめにおける意見開陳に当たって必要な場合は、
理事者に対する質疑も可能とする。 

   委員会において、統一した意見や提言・要望等を理事者に提出すること
が合意された場合は、理事調整会議においてその取扱いを協議する。 

 
 (6) 委員会の年間運営 別紙１－１  
 
      ※特別委員会の年間運営 別紙１－２  
 
 
２ 議案の審査について 
 
  (1) 議案の付託区分 別紙２  
 
  (2) 議案審査の流れ 別紙３  
 
 (3) 議案の審査報告（委員長報告） 
   常任委員会及び予算特別委員会（分科会により詳細審査を行った場合）

の委員長報告は、委員会審査報告書の配付のみとし、委員長報告は省略す
る。ただし、少数意見の報告がある場合は、委員長報告を行う。 
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３ 請願の審査について 
 
  (1) 請願の審査順序 

 
紹介者の説明 

 

 
 
 

 
委員の発言 

 

 
 
 

 
採決 

 

 
 
 

 
審査報告書提出 

 
           

注）委員からの求めに応じ、理事者から現状説明  

 
 
 (2) 請願者の趣旨説明 
  ア 請願者から申し出があった場合は、正副委員長で協議し、その許否を

決める。 
  イ 許可する場合、委員会室のスペ－ス、審査時間等の関係から、請願者

の入室は３人以内とし、説明は５分程度とする。 
 
 (3) 審査結果等 
  ア 結論には採択（一部採択、趣旨採択を含む。）と不採択とがある。 
  イ 結論が出ず、更に継続して審査を必要とするものについては、継続審

査とする。 
 
 
４ 委員会の公開等について 
 
 (1) 傍聴 
  ア 委員会は、原則、公開するものとする。 
  イ 議員及び府政記者以外の者は、委員会傍聴要領によるものとする。 
 
 (2) モニター視聴及びインターネット議会中継 
     委員会審議の公開に当たっては、モニター視聴及びインターネット議会

中継も併せて実施するものとする。 
 
 (3) 写真撮影、録音等 
   写真撮影、録音等の申し出があった場合は委員長が委員会に諮って許否

を決するものとする。 
 
 
５ 意見書・決議について 
 
 (1) 委員会提出 
   意見書・決議（以下「意見書等」という。）の提出を求める請願で、全

会一致で採択されたものに係る意見書等及び事前に各会派の意見が一致し
た意見書等で、当該常任委員会において議題とし、審査の結果、全委員が
賛成の場合は当該委員会の提出とし、委員長名で提出する。 

 
 (2) 会派提出 
   常任委員会で審査した結果、委員会提出になじまないと認められる案件

及び委員会提出とすることに至らなかった案件は、会派提出とする。 
   なお、意見書等の提出については、委員会の付託請願（陳情・要望を含

む)、又は所管事項で審議の上、頭出しをすることとし、委員会の審議にな
じまない案件については、審議になじまない理由及び意見書等の趣旨につ
いて説明の上、頭出しをすることとする。ただし、委員会に所属の委員が
いない会派については、委員長から頭出しを行うこととする。 
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６ その他 
 
 (1) 会議時間 
  ア 会期中の委員会の開会時刻は、常任・特別の各委員会とも午後１時30

分を基本とするものとする。 
  イ 委員会を午後５時以降も引き続き行う場合は、委員長から委員に了解

を得るものとする。 
 

(2) 緊急事態における委員会運営 
府民生活に重大な影響を及ぼすおそれのある感染症のまん延を防止する

ため必要な措置を講じるべき場合又は大規模な災害その他の緊急事態が発
生し、若しくはそのおそれがあることにより委員会を招集する場所に参集
することが困難な委員がある場合において、委員長が必要と認めるときは、
次の対応を行うことができる。 

  ア オンライン委員会の開催 
    「オンライン委員会に関する申合せ」に沿ってオンライン方式により

委員会を運営する。 別紙４  
  イ 委員外議員の発言 

当該委員に代わって委員以外の議員の発言を認める（委員外議員の所
属する委員会が同時に開催されている場合を除く）。 

その場合、代わりに発言する議員は、委員長に申し出て了承を得ると
ともに、副委員長に連絡する。 

また、代わりに発言する議員の発言時間等は、当該委員に認められて
いた範囲で認めることとする。 

 
  (3) 質問時における資料等の使用 
    ア  質問は、口頭で行うことを原則とする。 
    イ  図表、写真、現物等言論で表現し難い場合に限って、資料を使用でき

るものとし、資料等を使用する場合は、事前に正副委員長会の了承を得
るものとする。ただし、その暇がない場合は、委員長に申し出て了承を
得るとともに、事前に副委員長に連絡する。 

 
(4) 常任委員会における所管事項に係る会派持ち時間制 

所管事項に係る質問については、会派持ち時間制とし、各会派の持ち時
間は、20分に会派委員数を乗じた時間を目安とする。 

 
 (5) 副知事の委員会への出席 
   常任・特別委員会においては、政策条例や特に重要な予算案の審議など、

提出議案や報告事項等の重要度を勘案し、理事調整会議で協議の上、出席
要求を行う。 

 
 (6) ペーパーレスによる委員会運営 
   全ての常任委員会及び特別委員会（予算・決算を含む。）について、初

回委員会以降、ペーパーレス委員会として運営することを基本とし、「ペ
ーパーレス会議の運営に関する申合せ」に沿って運営する。 別紙５  

   なお、出席要求理事者のうち、最前列に着席する者は情報端末の使用を
基本とする。 

 
 (7) 情報端末機器の使用 
   委員会において情報端末機器を使用する場合は、「京都府議会情報端末

機器使用・管理ガイドライン」で定められた事項を遵守することとする。 
 別紙６  

 
 (8) 育児又は介護のためのオンラインによる出席 
   育児又は介護のため、委員会の招集場所に出席することが困難な委員で、

委員長がやむを得ないと認めたときは、オンライン方式により委員会に出
席することができる。 



 

- 5 - 

 
 (9) 欠席の届出 
   疾病、出産、育児、介護その他のやむを得ない事由のため委員会に出席

できないときは、その理由を付け、当日の委員会開会時刻までに委員長に
届け出ることとする。別紙７  

   ただし、京都府議会会議規則第２条の規定により議長あてに欠席を届け
出た期日に開催される委員会を欠席する場合は、届け出を省略することが
できるものとする。 



別紙１－１ 
 

委 員 会 の 年 間 運 営 
 

   初回委員会【委員会活動のスタート】            
 

○所管部局の事務事業概要等を聴取 
○特別委員会は、今期の委員会運営方針を協議 

 

   定例会中の委員会                    
 
  （常任）○報告事項の聴取、議案審査、請願審査、所管事項の質問 
  （特別）○所管事項の調査、委員間討議（※各委員会の裁量で実施を判断） 
 

   閉会中の委員会                     
 

 
 ■常任委員会の毎月開催 
  ・報告事項の聴取 
  ・所管事項の調査 
  ・参考人の招致など 
 

 
 
 ■管内外調査（調査活動） 
  ・所管、テーマに応じた現地・現場における調査 
 

 
 
 ■出前議会（広聴活動） 
  ・府民のニーズを府政の推進に活かすために、地域住民や関係 
   団体等と意見交換 
 

 

   委員会活動の広報                    
 

 
 ■テレビ広報番組・議会だより・ホームページ・ＳＮＳ 
  ・定例会等の結果や各委員会の活動状況等について、テレビ広報 
   番組、議会だより、議会ホームページ及びＳＮＳにより紹介 
 

 

   ※【委員会活動のまとめ】（２月定例会）    
 
       ○年間を通じた総括的なものとして位置付け 



別紙１－２ 

特別委員会の年間運営 

 

５月   ５月臨時会  (5/18)  特別委員会設置、正副委員長互選 

６、７月 ・合同委員長会議 (6/11) 委員会運営の申合せの協議、確認 

・初回特別委員会（6/17）出席要求理事者決定、確認事項、所管事項に係る事務事業 

概要、今期の委員会運営方針の協議、委員間討議（※１） 

 ６月定例会    参考人陳述・意見交換、委員間討議（※１） 

８月 

 

 （毎月常任）（※２） 

・管内外調査 (１泊２日又は２泊３日） 

９､10､11月  （毎月常任）（※２） 

 ９月定例会    参考人陳述・意見交換、委員間討議（※１） 

（毎月常任）（※２） 

12月   12月定例会     参考人陳述・意見交換、委員間討議（※１） 

１月  （毎月常任) （※２） 

２､３月   ２月定例会     参考人陳述・意見交換、委員間討議（※１） 

         （政策提案・提言（案）の委員間討議） 

【政策提案・提言をまとめる場合】 

            ・政策提案・提言（報告書）の決定 

            ・中間報告書の決定 

            ・委員会活動の所感 

          【政策提案・提言をまとめない場合】 

            ・中間報告書の決定 

            ・委員会活動のまとめ 

４月  

 
（※１）委員間討議の実施の有無は、各委員会の裁量で判断 
（※２）必要に応じて毎月常任の活動日の前後等に閉会中の特別委員会を開催することも可能 



別紙２ 
 

議 案 の 付 託 区 分 
 

区    分 付   託   先 

１ 予算議案 ○ 予算特別委員会に付託 

２ 決算認定議案 
 
 
 

○ 前年度の決算認定議案は、決算特別委員会を設置し、 

付託 

○ 決算特別委員会の構成は、議長及び副議長を除く全議 

員の半数 

３ 条例及び請負契約議案等 
 
 
 

○ 同時に提案された予算議案に密接に関連する議案につ 

いては、予算特別委員会に付託 

○ その他の議案については、当該議案を所管する常任委 

員会に付託 

４ 人事案件 ○ 委員会付託を省略（全体審議） 

５ 委員会提出議案 ○ 委員会付託を省略 

 
予算議案に密接に関連する議案 

議決権の内容 予算特別 常任 
決算 
特別 

条例の制定、改廃 一部 

①財務に関する条例 
 ・基金条例、特別会計条例等 
②歳入予算を伴う条例 
 ・府税条例、手数料徴収条例等 
 ※条例の改正内容による歳入の増減が予 
 算に計上されている場合に限る 
③歳出予算を伴う条例 
 ・給与条例等 
 ※条例の改正内容による歳出の増減が予 
 算に計上されている条例であって、事業 
 の執行に要する予算に係るものを除く 

その他  

予算 ○    
決算の認定    ○ 

税の賦課徴収、分担金等徴収 一部 
市町村負担金を定める等の議案で 
あって予算に計上されているもの 

その他 
 
 

契約の締結   ○  
財産の交換、譲渡、貸付け   ○  
不動産の信託   ○  
財産の取得又は処分 一部 予算に計上されているもの その他  
負担付きの寄付又は贈与 一部 予算に計上されているもの その他  
権利の放棄   ○  
公の施設の独占的利用   ○  
訴えの提起等   ○  
損害賠償   ○  
公共的団体等の活動の調整   ○  
法令に基づくもの   ○  

基本的な計画の議決 
 
 

 
 

△ 
（分野別計画) 

 
 



別紙３ 
 

議 案 審 査 の 流 れ 
 

提 出 者 の 説 明 

  
本 会 議 

質疑・委員会付託 

  
                 
  
  

  

 
 正副委員長・幹事協議

会の協議を経て、予算
特別委員長が審査依頼 

 
   

          《常任委員会》         《予算特別委員会分科会》 
 

         (付託議案) 
 
              （審査依頼議案） 

議 案 説 明 

 
一体的 
に運営 

議 案 説 明 

    
常任１日目  

質     疑 

 
一体的 
に運営 

質     疑 

    
 

  
 

 

討 論 
 
 
   

常任２日目  

採 決 
 
 適 否 確 認 

 
 
 
 

附 帯 決 議 
 
 
  

注）案件が可決されない限り、 
  発議することはできない  

 
  
 少数意見の留保 

  
 

 
注）１人以上の賛成者必要 
 

 
審査報告書提出 

（議長あて） 
 

 
 

 
 

 
審査報告書提出 

（予算特別委員長あて） 
  

《予算特別委員会》 



別紙４ 

オンライン委員会に関する申合せ 
 

１ オンライン委員会の開催事由 

  次のいずれかの場合において、委員長が必要と認めるとき 

 (1) 府民生活に重大な影響を及ぼすおそれのある感染症のまん延を防止するために必要

な措置を講じるべき場合 

 (2) 大規模な災害その他の緊急事態が発生し、又はそのおそれがあることにより委員会

を招集する場所に参集することが困難な委員がある場合 

 (3) 育児又は介護のため委員会を招集する場所に参集することが困難な委員がある場合 

 

２ オンライン委員会の出席手続 

 (1) オンライン委員会の開催の決定 

委員長は、京都府議会委員会条例（以下「条例」という。）第 12条の２第１項の規定

によりオンライン方式による委員会の開催を決定したときは、所属委員に対し、その旨

を通知するものとする。 

 (2) オンラインによる参加の申請 

オンライン委員会開催の通知を受け、委員会にオンライン方式による参加を希望す

る委員は、原則として、オンライン方式による出席を希望する日の２日前（府の休日に

当たる日は、日数に算入しない。）の午後１時までに、オンライン参加申請書（別添様

式）を委員長に提出するものとする。 

なお、期限を過ぎた後にオンライン出席申請書の提出があった場合にも、可能な限り

柔軟に対応するものとする。 

 (3) オンライン方式による出席の許可 

委員長は、(2)の申請書を提出した委員が委員会室へ参集しないことが適当であると

認めた場合又は参集することが困難であると認めた場合は、これを許可するものとす

る。 

(4) 接続テスト 

  ア オンライン方式による出席が許可された場合は、原則として、オンライン方式によ

る出席を希望する日の前日（府の休日に当たる日は、日数に算入しない。）の午後１

時までに、委員会開催時と同様の条件で議会事務局と接続テストを行うこととする。 

イ オンライン方式により委員会に参加する委員（以下「オンライン参加委員」という。）

は、委員会開会予定時刻の 30分前までに、議会事務局職員との間で通信環境が良好

に保たれていることを確認するものとする。 

 

３ オンライン委員会の基本的事項 

 (1) オンライン参加委員の責務 

  ア オンライン参加委員は、委員会の開催中、その審議に専念するものとする。 

  イ オンライン参加委員は、常に映像と音声の送受信により委員会室の出席委員と相

互に状態を認識しながら通話することができるようにするとともに、次に掲げる事

項を遵守することとする。 

   (ｱ) 情報セキュリティ対策を適切に講じること。 

   (ｲ) オンライン参加委員以外の者がいない室内で行うこと。 

   (ｳ) 委員会に関係しない映像や音声が入り込まないようにすること。  

   (ｴ) オンライン参加委員は、不測の事態の際に事務局と連絡が取れるよう、携帯電話

を常備すること。 

ウ オンライン方式により委員会に参加するために必要な機器や通信環境については

オンライン参加委員が整えることとする。 

 



                        

 (2) 委員長の権限 

ア 正副委員長は、円滑な議事運営を確保する観点から、オンライン方式で委員会に参

加することができないこととする。 

イ オンライン参加委員が条例第 19条第２項に規定に該当する場合は、オンライン参

加委員の通信回線の遮断により、映像と音声の送受信を停止する措置を講じること

ができることとする。 

 

４ 通信回線に不具合が生じた場合の対応 

委員会開催中に通信回線に不具合が生じ、オンライン参加委員の発言の聴取等の続行

が困難になった場合、委員長は、速やかに次の対応を行うこととする。 

① 委員長が休憩を宣告 

② 当該オンライン出席委員に電話等で状況確認 

③－１ 通信回線が復旧した場合 

    → 委員長が再開を宣告し、委員会を続行 

③－２ 通信回線復旧のための手段を尽くしても復旧しない場合  

    → 当該委員は離席したものとみなし、委員長が再開を宣告し、委員会を続行 

 

５ 表決の方法 

 (1) 表決は、委員会を招集する場所に出席している委員とオンライン参加委員で同時に

行うものとする。ただし、委員長は、表決宣告から表決までの間に、オンライン参加委

員に通信障害が発生したものと認めたときは、当該委員を離席したものとみなし、当該

委員は、表決に加わることができないものとする。 

 (2) 簡易表決を行う場合、委員長は、オンライン参加委員及び会議室の委員双方から異議

の有無を諮るものとする。 

 (3) 挙手採決を行う場合、オンライン参加委員は、意思が明確に判別できるよう、挙手の

状態で、手のひら全体がパソコン等の通信機器の画面上に表示され、明瞭に映像として

他の委員に送信されるようにするものとする。 

 (4) 投票による表決は、オンライン委員会においては行わないものとする。 

 

６ オンライン委員会の会議記録 

  会議記録の作成に当たっては、オンライン参加委員がオンライン方式により参加した

ことを明記することとする。 

 

７ その他 

 (1) 当分の間、総括質疑、秘密会及び互選委員会はオンライン方式の対象としないことと

する。 

 (2) 参考人のオンライン参加については、１（オンライン委員会の開催事由）にかかわら

ず、参考人から要請があった場合は認めることとする。 

 

８ 定めのない事項 

  この申合せに定めるもののほか、オンライン委員会に関し必要な事項は、正副委員長で

協議の上、決定するものとする。 

 

 

 

 



                        

（別紙） 

 

 

育児又は介護のため委員会を招集する場所に参集することが困難な委員が 

ある場合に関する確認事項 

 

１ 委員は、委員会の招集場所に参集することが原則であること及びオンライン委員会に

関する申合せの３の(1)に規定するオンライン参加委員の責務に十分に留意してオンラ

イン参加を申し出るものとする。 

 

２ 委員長は、前項の留意事項を踏まえ、やむを得ない理由があると認めた場合には、オン

ライン参加を許可するものとする。 



別紙５ 

ペーパーレス会議の運営に関する申合せ 

 

１ 目 的 

ＩＣＴの様々なメリットを活かし、府議会における各種会議の審議の一層の充実及び

進行の円滑化を図ることを目的とする。 

 

２ 対象とすることができる会議 

  常任・特別委員会、議会運営委員会（理事会、議会改革検討小委員会、同作業部会を含

む。）及び京都府議会会議規則第 122条第１項の規定による議案の審査又は議会に関し協

議又は調整を行う場とする。 

  ただし、互選委員会及び秘密会は対象外とし、各常任・特別委員会正副委員長会、予算・

決算特別委員会正副委員長・幹事協議会等の取扱いは、正副委員長等の協議により決定す

る。 

 

３ 対象者 

  議員、出席要求理事者（補助職員を含む。）及び議会事務局職員とする。 

 

４ 使用する情報端末及び使用時の注意事項 

  別途定める「京都府議会情報端末機器使用・管理ガイドライン」に沿って使用する。 

 

５ Ｗｉ－Ｆｉルーターの利用 

  京都府議会が設置する京都府議会Ｗｉ－Ｆｉルーターを利用する際は、別添「京都府議

会Ｗｉ－Ｆｉルーター利用規約」に沿って利用する。 

 

６ 電子データ※の対象資料等 ※文字検索が可能な PDF形式のファイル  

(1) ペーパーレスで運営する場合は、原則、全ての資料を電子データ化の対象とすること

とする。ただし、電子データ化が困難な場合は、必要に応じ、紙資料の利用も可能とす

る。 

 (2) 大部の資料は、希望者にのみ紙で配付することを基本とする。 

 (3) 会議の招集権者が審議の充実に資すると判断した資料を会議アプリケーションに格

納することも可能とする。  

 

７ 端末に不具合が生じた場合の対応 

 (1) 特定の情報端末に不具合が生じた場合は、議会事務局が用意する代替端末を貸与す

る。 

 (2) 通信障害等により複数の情報端末に不具合が生じた場合は、会議を中断し、復旧のた

めの対応を取るものとし、復旧が困難な場合は、情報端末の使用を中止し、紙資料の配

付により会議を再開し、審議を行うものとする。 

 

８ サポート体制 

 (1) 必要に応じ、議員等への端末操作研修を実施するものとする。 

(2) 必要に応じ、資料閲覧用のモニターを設置するものとする。 

 (3) 情報端末の操作補助者の入室を認めるものとする。 
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９ その他 

(1) ペーパーレスで会議を運営する場合であっても、出席者の判断により、情報端末機器

による資料閲覧又は、紙資料の使用を柔軟に選ぶことができることとする。 

 (2) 府政記者及び傍聴者については、会議アプリケーションを使用し、対象とする会議の

資料を提供することを原則とする。 

 (3) 電子データ化した会議の資料は、府議会のホームページにも掲載する（傍聴者用に配

付したものに限る）。 

なお、個人情報など非公開情報に該当する箇所は、マスキング処理するものとする。 

  (4) この申合せに定めのない事項は、各会議において調整するものとする。 



別添 

京都府議会Ｗｉ-Ｆｉルーター利用規約 

 

令和５年４月１日制定   

 

（趣旨） 

第１条 この規約は、京都府議会が設置する京都府議会Ｗｉ-Ｆｉルーター（以下「府議会Ｗｉ-

Ｆｉ」という。）の利用について、必要な事項を定めるものとする。 

 

（利用目的） 

第２条 府議会Ｗｉ-Ｆｉの利用目的は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 京都府議会におけるペーパーレス会議システムの運用 

(2) その他京都府議会が特に認めたもの 

 

（利用者） 

第３条 府議会Ｗｉ-Ｆｉを利用できる者は、次の各号に掲げる者とする。 

 (1) 京都府議会議員 

 (2) 京都府議会事務局職員 

 

（利用者の遵守すべき事項） 

第４条 府議会Ｗｉ-Ｆｉを利用する者（以下「利用者」という。）は、次の各号に掲げる事項を

遵守するとともに、別紙同意書により、本規約に同意しなければならない。 

(1) 議会事務局による、運用及び管理上必要な指示に従うこと。 

(2) 利用する通信端末のＯＳやソフトウェアのバージョンを最新に保つ等セキュリティ対策に 

努めること。 

(3) ＳＳＩＤやパスワードを他人に教えないこと。 

(4) 利用する通信端末がウイルスに感染したとき、又は感染した可能性があるときは、速やか

に議会事務局に報告し、指示された必要な措置を講じること。 

(5) 府議会Ｗｉ-Ｆｉの利用に際し、不正アクセス行為の禁止等に関する法律（平成11年法律第

128号）その他関係法令等を順守すること。 

 

（利用者資格の停止） 

第５条 利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、議会事務局は事前に通知することなく、

直ちに当該利用者の利用者資格を停止することができるものとする。 

(1) 次条で禁止している事項に該当する行為を行った場合 

(2) 前号に掲げる場合のほか、この規約に違反した場合 

(3) その他、利用者として不適切と議会事務局が判断した場合 

 

（禁止事項） 

第６条 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。 

(1) 議会事務局又は第三者に不利益又は損害を与える行為若しくはそのおそれのある行為 

(2) 公序良俗に反する行為若しくはそのおそれのある行為又は公序良俗に反する情報を提供す 

る行為 

(3) 犯罪的行為又はそのおそれのある行為 

(4) 前各号に掲げるもののほか、議会事務局が不適切と判断する行為 

 

（本規約の変更） 

第７条 議会事務局は、利用者の承諾を得ることなく、この規約を変更することができる。 

 

附 則 

この規約は、令和５年４月１日から施行する。  



別紙 

 

京都府議会Ｗｉ－Ｆｉルーター利用規約同意書 

 

 

 

京都府議会Ｗｉ－Ｆｉルーター利用規約に同意し、府議会Ｗｉ－Ｆｉルーターを

利用いたします。 

 

  

 

 令和 年 月 日 

 

                       

ご署名                       

 

 



別紙６ 

京都府議会情報端末機器使用・管理ガイドライン 

 

第１ ガイドラインの趣旨 

○ 京都府議会（以下「議会」という。）では、令和３年３月に策定したＩＣＴ利活用推

進・実施計画に基づき、議会が管理するアプリケーション（以下「議会アプリ」という。）

の利用や、会議（委員会及び京都府議会会議規則（昭和 31年京都府議会規則第２号）に

規定する協議又は調整を行うための場（以下「協議等の場」という。））の運営において、

情報端末機器を使用する機会が拡大している。 

 このような情報端末機器の利活用の拡大が議会・議員活動を充実させる一方で、それ

ぞれの議員においては、機器や情報などの取扱いに係るセキュリティ及びコンプライア

ンスについて、より高い意識が求められることとなっている。 

 そこで、円滑な議会運営及び議会への府民の信頼を確保することを目的に、各議員が

議会活動において、情報端末機器を適切に使用・管理するためのガイドラインをここに

定めるものである。 

 

第２ 議員の責務 

○ 議員は情報端末機器の使用・管理に当たり、次に掲げる事項について十分に配慮し、

このガイドラインの規定を遵守するものとする。 

(1) 第三者の権利を侵害し、又は府政の推進を妨げることのないよう情報を取り扱う

こと。 

(2) 情報の漏洩、議会アプリの機能の毀損等を防止するためのセキュリティ対策に努

めること。 

(3) 情報端末機器を使用する状況、目的、方法等について、府民の目から見て疑念が生

じることのないようにすること。 

(4) それぞれの会議における情報端末機器の使用に関する定めを遵守するとともに、

その運営を妨げないこと。 

 

第３ 議会事務局の責務 

○ 議会事務局は、議員が議会活動において情報端末機器を円滑かつ適切に使用できるよ

う、議会アプリの管理、通信環境の確保その他の必要な環境の整備に努めるものとする。 

 

第４ 情報端末機器の調達 

 ① 議員は、議会アプリを使用する情報端末機器（以下「議会アプリ用端末」という。）
※及び会議で使用する情報端末機器について、原則として、自ら、又は自らが所属する

会派を通して、調達するものとする。 

  ※ 次の情報端末機器を含む。 

   ・ 日常的に使用してはいないが、議会アプリをインストールしている情報端末機器 

   ・ 議会アプリをインストールしていないが、インターネットブラウザ等により、議会ア

プリのサービスを利用している情報端末機器 

   ・ その他、ＵＲＬ、ＩＤ、パスワード等の議会アプリへのアクセスに関する情報が保存

されている情報端末機器 



 ② 議員及び出席要求理事者が会議で使用する情報端末機器はタブレット端末、ノートパ

ソコン又はスマートフォン（それぞれインターネット通信又は電源に必要な附属機器を

含む。）のうち任意のものとする。 

 

第５ 情報端末機器の管理 

 ① 議員は、議会アプリ用端末のセキュリティ対策のため、基本ソフトウェアの更新を行

うものとする。 

 ② 議員は、議会アプリ用端末について、画面ロック機能を設定する等、その監督下にな

い第三者が無断に使用することのないように対策を行うものとする。 

 ③ 議員は、議会アプリ用端末について、盗難、紛失及び無断使用を防止するため、公共

の場その他の第三者の出入りのある場所に放置しない等、適切に運搬、保管等を行うも

のとする。 

 ④ 議員は、セキュリティソフトのインストール等、議会アプリ用端末のセキュリティ対

策の強化に努めるものとする。 

 

第６ 議会アプリの使用等 

 ① 議員、出席要求理事者及び議会事務局職員その他の議会アプリの使用を許可された者

（以下「議会アプリの使用者」という。）は、議会アプリのＩＤ、パスワード等の情報に

ついて第三者に知られることがないよう適切に管理するものとする。 

 ② 議会アプリの使用者は、個人情報その他の議会及び執行機関において公開が予定され

ない情報について、議会アプリを用いて共有してはならないものとする。 

 ③ 議会アプリの使用者は、議会アプリを用いて共有する資料のうち、議会事務局及び執

行機関が作成したもの以外のものについて、複製、頒布等を行う場合には、当該資料に

係る著作権等の権利を侵害しないよう十分に配慮するものとする。 

 

第７ 議会アプリ用端末の盗難・紛失等への対応 

 ① 議会アプリの使用者は、次に掲げる事象が発生した、又は発生したおそれがある場合

には、速やかにその旨を議会事務局に連絡するものとする。 

(1) 議会アプリ用端末の盗難又は紛失 

(2) 議会アプリ又は議会アプリ用端末のコンピュータウィルスの感染 

(3) 議会アプリ又は議会アプリ用端末への不正アクセス 

(4) 議会アプリのＩＤ、パスワード等の漏洩 

 ② ①の連絡があったとき、議会事務局は、当該連絡に係る議会アプリのアカウントを速

やかに停止し、必要に応じ議会アプリを提供する事業者等に連絡した上で、被害防止、

機能復旧等のために適切な対応を行うものとする。 

 

第８ 会議における情報端末機器の使用 

 ① 議員及び出席要求理事者は、議場で開催される場合及びそれぞれの会議において特に

使用できない旨を定めている場合を除き、会議において情報端末機器を使用することが

できる。 

  



 ② それぞれの会議において特に定められた場合を除き、議員及び出席要求理事者は、会

議において次の事項を行うことができるものとする。 

(1) あらかじめ情報端末機器又はインターネットサーバー上に保存しておいた議事に

関係する資料等の閲覧  

(2) 議事に関係する資料等についてインターネットを利用して行う検索 

(3) 会議における審議経過の記録や発言原稿とするためのワードプロセッサ機能（メモ

機能）の使用 

(4) その他、それぞれの会議において認められている議会アプリの機能の使用 

 ③ それぞれの会議において特に定められた場合を除き、議員及び出席要求理事者は、会

議において次に掲げる事項を行ってはならないものとする。 

(1) 通話、電子メール、ソーシャルメディア等による外部との通信 

(2) 議事に関係のない情報端末機器の使用その他の会議の目的に照らして必要のない

情報端末機器の使用 

(3) 議会の品位を損なうような情報端末機器の使用、節度のない情報端末機器の使用そ

の他の府民の目から見て疑念が生じるような情報端末機器の使用 

(4) 会議の委員長又は主宰者の許可を得ていない、会議の撮影、録音及び録画 

(5) 会議の委員長又は主宰者が情報端末機器の使用を認めないこととしている場面で

の情報端末機器の使用 

④ 議員及び出席要求理事者は、会議において情報端末機器を使用するに当たっては、電

子音や振動音が鳴らないようにするとともに、操作音が議事の支障とならないように配

慮するものとする。ただし、災害等に係る緊急速報メール等の受信音についてはこの限

りではない。 

⑤ ④の緊急速報メール等の受信音が鳴った場合には、会議の委員長又は主宰者は、必要

に応じ、その内容について確認を行うものとする。 

⑥ 議員及び出席要求理事者は、会議において情報端末機器を使用するに当たっては、そ

の画面に傍聴者等の目が向けられていることに常に意識し、個人情報その他の議会及び

執行機関において公開が予定されない情報その他の第三者に開示すべきでない情報及

び府民の目から見て疑念が生じるような内容が表示されないようにするものとする。 

⑦ 議会事務局は、会議の円滑な運営を確保するため、Ｗｉ-Ｆｉルーターの設置等、議

員が議会事務局の管理する無線ＬＡＮに情報端末機器を接続できる環境の整備に努め

るものとする。 

⑧ 議員は、会議において情報端末機器を使用するに当たっては、その電源はバッテリー

対応とし、インターネットへの接続その他の情報端末機器（附属機器等を含む。）を使用

するために必要な準備については、⑦の無線ＬＡＮを除き、原則として、それぞれの議

員の責任において行うものとする。 

⑨ 会議の委員長又は主宰者は、議員及び出席要求理事者に会議における情報端末機器の

使用に係る規定を遵守させ、議事運営に支障が生じないようにするため、必要な注意喚

起等を行うものとする。 

  



第９ 管内調査及び管外調査における情報端末機器の使用 

① 議員及び出席要求理事者は、委員会及び協議等の場が実施する管内調査及び管外調査

において、情報端末機器を使用することができる（それぞれの会議において特に使用で

きない旨を定めている場合を除く。）。 

② 管内調査及び管外調査において情報端末機器を使用するに当たっての電源の確保、イ

ンターネットへの接続その他の必要な準備については、原則として、それぞれの議員の

責任において行うものとする。 

③ 議員及び出席要求理事者は、管内調査及び管外調査において、議会の品位を損なうよ

うな情報端末機器の使用、節度のない情報端末機器の使用その他の説明者の信頼を損な

うような情報端末機器の使用をすることのないように十分に配慮するものとする。 

④ 会議の委員長又は主宰者は、議員及び出席要求理事者に情報端末機器の使用に係る規

定を遵守させ、調査の円滑な実施に支障が生じないよう、必要な注意喚起等を行うもの

とする。 

⑤ 会議の委員長又は主宰者は、管内調査及び管外調査における情報端末機器の使用に関

し、このガイドラインに定めるもののほか、議員及び出席要求理事者に対し、調査の円

滑な実施のために必要な指示を行うものとする。 

 

第 10 その他 

① 情報端末機器の使用が認められていない議会の会議に情報端末機器を持ち込む場合

には、机上には置かず、電源を切る等により電子音、振動音及びディスプレイ等の光が

室内に漏れないようにするものとする。 

② 議員がその地位を失った場合には、議会事務局は、議会アプリの当該議員のアカウン

トを停止するものとする。 

 ③ 議員は、このガイドラインに定めるもののほか、情報端末機器の使用・管理に関し、

第三者の権利を侵害し、又は府政の推進を妨げるような事象が発生した、又は発生のお

それがある場合は、速やかに議会事務局にその旨を連絡するものとする。 

 ④ このガイドラインの議員に関する規定は、議会アプリの使用が認められた会派の職員

について準用するものとする。 

⑤ このガイドラインに定めるもののほか、議会活動における議員の情報端末機器の使

用・管理に関する事項については、議会運営委員会において協議し、決定するものとす

る。 

 

附 則 

 このガイドラインは、令和５年６月９日から施行する。 

 



別紙７ 

欠  席  届 

 

 

 

令和 年 月 日（から令和 年 月 日まで）の委員会には次の理由に

より出席できないので、届けます。 

 

 

（理 由） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 令和 年 月 日 

 

 京都府議会○○委員長 ○○ ○○ 殿 

 

                  

            京都府議会○○委員 ○○ ○○  ㊞ 

 



 
 
 
 

事 務 概 要 

 

 
（令和８年度） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

京 都 府 文 化 生 活 部 
京都府文化施設政策監 
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【組織表】

担当

【文化生活部】

人 権 啓 発 推 進 室 (10) 企 画 ・ 推 進 係

文 化 企 画 係 京都学・歴彩館 （32）
文 化 政 策 室 (25) 政 策 推 進 係 (京都文化財団派遣) （２）
（副部長含む） 文 化 連 携 推 進 係 (京都ゼミナールハウス派遣) （１）

総 務 企 画 係 旅券事務所 （10）
文 化 生 活 総 務 課 (28) 経 理 係 自転車競技事務所 （５）
（部長、副部長含む） 府 民 協 動 係 植物園 （31）

(文化庁派遣) （５）

文 化 の 人 づ く り 係
文 化 芸 術 課 （20） 芸 術 振 興 係

地 域 文 化 振 興 係

企 画 係 体育館 （６）

交 流 推 進 係
(関西ワールドマスターズゲー
ムズ2021組織委員会派遣)

（１）

ワ ー ル ド マ ス タ ー ズ
ゲ ー ム ズ 推 進 係

幼稚園 ・ 専修学校係
文 教 課 小 ・ 中 ・ 高 校 係

経営支援・宗教法人係

安心・安全まちづくり推進課 (12) 防 犯 ・ 交 通 安 全 係 交通事故相談所

企 画 ・ 地 域 支 援 係

男 女 共 同 参 画 課 (14) 女性活躍・ワーク・ライフ・
（副部長含む） バ ラ ン ス 推 進 係

府民総合案内・相談センター (3) 総 合 案 内 ・ 相 談 係

企 画 ・ 啓 発 係
消 費 生 活 安 全 セ ン タ ー 相 談 ・ 情 報 係

調 査 ・ 指 導 係

生 活 営 業 係 動物愛護センター （５）
生 活 衛 生 課 （16） 食 品 衛 生 係

動 物 愛 護 係

【文化施設政策監】

文 化 施 設 政 策 監 付 （21）
（文化施設政策監含む）

本 庁
地 域 機 関 計300人
派 遣

（20）

（13）

202
89
9

Ⅰ　組織

令和８年５月１日現在

本庁課 地域機関等

ス ポ ー ツ 振 興 課 (20)

１
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【事務分掌】 
 

■文化生活部 
 
【人権啓発推進室】 
 (１) 人権啓発の総合企画及び調整に関すること。 

 (２) 人権啓発の推進に関すること。 

 (３) 同和事業の整理等に関すること。 

 
【文化政策室】 
 (１) 文化行政の企画及び連携推進に関すること。 

 (２) 生涯学習（教育委員会の所管に属するものを除く。）に関すること。 

 (３) 文化財を守り伝える京都府基金に関すること。 

(４) 京都府立京都学・歴彩館、京都府立文化芸術会館、京都府立ゼミナールハウス、 

京都府立府民ホール、京都府立堂本印象美術館及び京都府立陶板名画の庭に関す  

ること。 

 (５) その他文化行政（他課及び教育委員会の所管に属するものを除く。）に関する

こと。 

 
【文化生活総務課】 

(１) 部の重要施策の企画及び総合調整に関すること。 
(２) 特定非営利活動法人の認証、認定等に関すること。 

(３) 社会貢献活動の促進に関すること。  

(４) 府民運動の企画及び推進に関すること。 

(５) 府民参画の推進に関すること。 

(６)  旅券事務所に関すること。 

(７) 自転車競技事務所に関すること。 

(８) 京都府立植物園に関すること。 

(９) 部内の人事及び組織に関すること。 

(10) 部に属する予算の経理に関すること。 

(11) 部の広聴及び広報の総括に関すること。 

(12) 部内他課の主管に属さないこと。 

 
【文化芸術課】 
 (１) 文化を担う人材の育成及び文化の次世代への継承に関すること。 

 (２) 文化に関する創造的活動の促進に関すること。 

 (３) 文化を生かした産業及び地域の振興に関すること。 

 (４) 文化団体等に関すること。 

 
【スポーツ振興課】 
  (１) 府民スポーツ（教育委員会の所管に属するものを除く。）の振興に関すること。 

  (２) スポーツに係る国際大会の誘致等に関すること。 

  (３) 府民スポーツの奨励育成に関すること。 

  (４) 京都府府民スポーツ振興基金に関すること。 

  (５) 京都府立体育館及び京都府立京都スタジアムに関すること。 

 
【文教課】 
  (１) 私立学校に関すること。 

  (２) 私立専修学校に関すること。 

  (３) 私立各種学校に関すること。 
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  (４) 学校法人に関すること。 

  (５) 宗教法人に関すること。 

  (６) その他文教に関すること。 

 
【安心・安全まちづくり推進課】 
  (１)  安心・安全なまちづくりの企画及び総合調整に関すること。 

  (２) 犯罪のない安心・安全なまちづくりの推進に関すること。 

  (３) 犯罪被害者等支援に関すること。 

  (４) セーフ・コミュニティの推進に関すること。 

  (５) 交通安全に関すること。 

  (６) 交通事故の被害者の援助に関すること。 

  (７) 交通事故相談所に関すること。 

  (８) 自動車運転代行業に関すること。 

   
【男女共同参画課】 
  (１) 男女共同参画施策の総合企画及び調整に関すること。 

  (２) 男女共同参画の推進に関すること。 

  (３) 女性の活躍の推進に関すること。 

  (４) ワーク・ライフ・バランスの推進に関すること。 

 
【府民総合案内・相談センター】 
  (１) 府民総合案内に関すること。 

  (２) 府民相談に関すること。 

 
【消費生活安全センター】 
  (１) 消費生活に係る安全確保及び取引方法の適正化に関すること。 

  (２) 消費者の教育及び啓発に関すること。 

  (３) 災害時における生活必需品等の確保に関すること。 

  (４) 消費生活協同組合に関すること。 

  (５) 金融広報に関すること。 

  (６) 消費生活に係る相談及び指導に関すること。 

  (７) 商品テストに関すること。 

  (８) その他消費生活の安定と向上に関すること。 

 
【生活衛生課】 
 (１) 旅館、興行場、公衆浴場、理容所、美容所、クリーニング所等に関すること。 

  (２) クリーニング師及びふぐ処理師に関すること。 

  (３) 食品衛生に関すること。 

  (４) と畜場、食鳥処理場及び化製場等に関すること。 

  (５) 建築物の衛生的環境の確保に関すること。 

  (６) 墓地、埋火葬及び胞衣産汚物に関すること。 

  (７) 狂犬病の予防に関すること。 

(８) 動物の飼養管理及び愛護に関すること。 

(９) 人と動物の共生社会づくりに関すること。 

  (10) 京都府動物愛護センターに関すること。 

(11) 住宅宿泊事業に関すること（他課の主管に属するものを除く。）。 

(12) その他生活衛生に関すること。 

 
■文化施設政策監 
 
【文化施設政策監付】 

(１) 文化施設等に係る政策及び整備の推進に関すること。 



【総括表（一般会計）】 ※（）内令和７年度２月補正予算含む

　○　歳　入

使用料及び手
数 料

584,249 416 178,526 91,611 80 59,491 254,125

国 庫 支 出 金
16,005,374

(16,250,374)
261,588

114,477
(190,477)

15,338,427
(15,451,427)

11,464 51,065 78,023
16,830

(72,830)
133,500

財 産 収 入 82,386 796 3,320 78 192 78,000

寄 附 金 64,800 50,000 5,000 8,200 600 1,000

繰 入 金 105,009 76,898 28,111

諸 収 入 177,072 2,860 14,020 141,526 735 2,000 300 6,131 9,500

計
17,018,890

(17,263,890)
265,244

259,131
(335,131)

211,715 233,329
15,339,242

(15,452,242)
19,664 53,665 78,323

82,452
(138,452)

476,125

　○　歳　出

総 務 費
5,510,601

(5,586,601)
155,304

1,916,375
(1,992,375)

2,187,292 361,789 6,788 405,030 144,919 34,236 298,868

民 生 費 337,750 337,750

衛 生 費
340,918

(396,918)
205,237

135,681
(191,681)

労 働 費 789 789

商 工 費 271,502 124,739 146,763

土 木 費 375,000 375,000

教 育 費
38,755,270

(38,868,270)
156,538 28,789

38,569,943
(38,682,943)

計
45,591,830

(45,836,830)
493,054

1,916,375
(1,992,375)

2,673,806 390,578
32,316,935

(38,689,731)
405,030 145,708 34,236 146,763

135,681
(191,681)

673,868

【総括表（収益事業特別会計）】

　○　歳　入

款 予算額

収益事業収入 29,243,000 　　　競輪事業収入

使用料及び手
数 料

190 　　　競輪場使用料

財 産 収 入 4,379 　　　向日町競輪場施設等整備基金運用利子

繰 入 金 249,220 　　　一般会計及び向日町競輪場施設等整備基金からの繰入金

繰 越 金 878,082 　　　前年度からの繰越金

諸 収 入 226,796 　　　場外開催受託事業収入等

計 30,601,667

　○　歳　出

款 予算額

競 輪 事 業 費 29,879,063 　　　競輪場運営及び施設再整備に要する経費

繰 出 金 100,000 　　　一般会計への繰出金

予 備 費 622,604 　　　予備費

計 30,601,667

府民総合案
内・相談セン
ター

文化政策室
文化生活総務
課

スポーツ振興
課

文化芸術課

文教課
安心・安全ま
ちづくり推進
課

男女共同参画
課

府民総合案
内・相談セン
ター

Ⅱ　令和８年度　文化生活部予算状況

(単位：千円）

款 予算額

課　　　　　別　　　　　内　　　　　訳

人権啓発推進
室

文化政策室
文化生活総務
課

スポーツ振興
課

文化施設政策
監付

文化芸術課

生活衛生課文教課
安心・安全ま
ちづくり推進
課

男女共同参画
課

消費生活安全
センター

消費生活安全
センター

(単位：千円）

生活衛生課
文化施設政策
監付

(単位：千円）

備           考

(単位：千円）

款 予算額

課　　　　　別　　　　　内　　　　　訳

人権啓発推進
室

備           考
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【主要事項等】（令和７年度２月補正予算含む）

１　人権が尊重される共生社会の実現に向けた取組

人権啓発費 人権啓発推進室

１４０，０００千円

１　趣旨

２　事業内容

(1) 啓発・相談

・

・

・

・

(２) 市町村支援等

・

・

・

文化政策室

１４，０００千円

１　趣旨

２　事業内容

（１）行幸行列再現イベントの実施

・

(２)寛永文化講座等の開催

・

２　文化の力で世界に貢献する京都の実現に向けた取組

予 算 額

事 業 内 容

　令和８年度に「寛永行幸」から400年の節目を迎えるにあたり、「寛永行幸」の行事を再現する
イベントを実施するとともに、寛永年間に花開いた「寛永文化」を振り返る記念祭を実施

令和８年12月６日に行幸行列の衣装や装飾品等も含めた再現イベントを数百人規模で実施

寛永文化ゆかりの地域で専門家等によるシンポジウムや複数の美術館・博物館が連携した
展覧会、伝統産業、伝統工芸などの各種業界関係者が参加する交流会等を実施

事 業 名 寛永行幸四百年祭事業費 担 当 課

ヒューマンフェスタ、人権フォーラムなどのイベント開催

インターネット上の人権侵害への対応

人権問題法律相談（京都府人権リーガルレスキュー隊）の実施　等

人権啓発指導者養成研修会の開催

インターネットによる人権侵害対策研究会の開催

市町村が実施する人権啓発事業に対する助成　等

事 業 名 担 当 課

予 算 額

事 業 内 容

　一人ひとりの尊厳と人権が尊重され、それぞれの幸福を最大限に追及することができる共生
社会の実現を図るため、様々な人権課題に関する啓発・相談等を実施

新聞、テレビ・ラジオ、ホームページ、SNSなど様々な媒体を通じた啓発・広報
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文化芸術課

１０７，０００千円

１　趣旨

２　事業内容

（１）「Art Collaboration Kyoto」の開催

・

(２)「ARTISTS’ FAIR KYOTO」の開催

・

（３）｢Kyoto Art for Tomorrow(京都府新鋭選抜展)」の開催

・

文化政策室

４５，０００千円

１　趣旨

２　事業内容

（１）室内楽コンサート

・

(２)子ども向け体験プログラム

・

３　誰もが親しみ夢が広がるスポーツの振興に向けた取組

５２，０００千円

１　趣旨

２　事業内容

・

・

・

・

事 業 名 Music Fusion in Kyoto音楽祭事業費 担 当 課

予 算 額

事 業 内 容

　誰もが親しみやすい文化である音楽を軸として地域活性化につなげるため、府内各地域での
コンサート開催や子ども向け体験プログラムを実施

府内各地の府民に身近な場所で、京都ゆかりの音楽家等による室内楽コンサートを実施

室内楽コンサート開催地等で、アート体験や楽器演奏体験などの文化体験の機会を提供

予 算 額

事 業 内 容

　ワールドマスターズゲームズ２０２７関西の円滑な開催に向けた準備を実施するとともに大会
ＰＲを行う

京都府内開催競技のための広報・誘客活動等

ワールドマスターズゲームズ２０２１関西組織委員会への負担金

大会本部設置準備等に加え、京都市と連携した開会式のにぎわい創出に係る企画作成

事 業 名 ワールドマスターズゲームズ２０２７関西開催準備費 担 当 課 スポーツ振興課

ボランティア募集と配置調整等を行うボランティアセンターの設置

世界各国のコレクターの来京を促す「京都国際アートフェア」等を開催し、京都で育てた作家が
国際的に評価される仕組みを構築するとともに、京都の秋をアートで彩る取組を展開

京都の作家が国際的なアートの舞台に踏み出す契機とするとともに、府民が多様なアートを
楽しめるよう、京都市と連携して府市の秋のアートイベントを開催

国内外で活躍する京都ゆかりの作家が主体となり、作家自身が出展者として作品を展示販
売する京都創発のアートフェアを開催

日本画、洋画、工芸等の幅広い芸術分野を対象に、京都を中心に活躍する若手作家の選抜
展を開催

事 業 名 京都国際アート市場活性化事業費 担 当 課

予 算 額

事 業 内 容
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４　私立学校の振興等に向けた取組

私立学校教育振興補助金 文教課

３６，３０１，３４３千円

１　趣旨

２　事業内容

(１)私立高等学校あんしん修学支援事業費【拡充】

・

(２)奨学のための給付金【拡充】

・

○予算の内訳

５　犯罪被害者等支援の推進に向けた取組

安心・安全まちづくり推進課

１１，１００千円

１　趣旨

２　事業内容

(1) 犯罪被害者等支援強化事業

・

・

・

(２) 犯罪被害者等生活再建支援事業

・ 犯罪被害者等の生活再建に必要な転居費用の助成

(３) 犯罪被害者等法的援助助成事業

・ 犯罪被害者等が当事者として刑事裁判に参加するために必要な弁護士費用等の助成

(４) 犯罪被害者等支援府民理解促進事業

・ 犯罪被害者等支援に対する府民の理解増進のための啓発

事 業 内 容

　「京都府犯罪被害者等支援条例」の制定に伴い、犯罪被害者等への支援の更なる充実を図
るため、新たな支援体制の構築、（公社）京都犯罪被害者支援センターの体制機能強化、支援
を行う人材の育成、生活再建支援や法的援助助成、社会機運の醸成に資する事業を実施

関係機関が支援内容を協議し進める支援調整会議の設置

個々の犯罪被害者等の状況に応じた支援を行うコーディネーターの配置

京都犯罪被害者支援センターの体制の充実・強化

計 36,301,343

事 業 名 犯罪被害者等支援総合対策事業費 担 当 課

予 算 額

幼 稚 園 運 営 費 補 助 等 2,881,212

専 修 ・ 各 種 学 校 教 育 振 興 補 助 等 185,401

私 学 関 係 団 体 補 助 570,248

高 等 学 校 運 営 費 補 助 等 28,479,460

中 学 校 運 営 費 補 助 2,845,248

小 学 校 運 営 費 補 助 1,339,774

予 算 額

事 業 内 容

　私立学校が京都府の学校教育において重要な役割を果たしていることを踏まえ、私立学校の
教育条件の維持・向上、保護者の教育費負担を軽減

家庭の経済状況にかかわらず、修学の意志のある私立高校生が安心して勉学に打ち込める
よう、修学費用負担を軽減

都道府県民税及び市町村民税非課税世帯の私立高校生等に対して、授業料以外の教育費
を給付

区分 予算額（千円）

事 業 名 担 当 課
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６　男女共同参画の推進に向けた取組

男女共同参画課

１１１，８４９千円

１　趣旨

２　事業内容

(1) 京都ウィメンズベース事業

・

・

(２) マザーズジョブカフェ推進事業

・

(３)京都府男女共同参画センター運営事業 

・ 女性相談、男性相談の実施

・ 女性の社会参画支援のため、起業支援や地域における女性支援等を実施

(４) 女性つながりサポート事業

・ 民間団体による無料のカウンセリング・電話相談・ＳＮＳ相談・伴走支援等を実施　

７　消費者行政の推進に向けた取組

消費者あんしんサポート事業費

７０，４３１千円

１　趣旨

２　事業内容

（１）市町村相談センター支援事業等

・

・ 府全域のリアルタイムな情報共有

・ 市町村相談センターの運営に対する助成

・ 悪質事業者に対する調査・指導　等

（２）消費者被害防止対策事業

・

・ 市町村見守りネットワークの活動支援　等

（３）消費者教育推進事業

・

・

予 算 額

事 業 内 容

　府民の安心・安全な消費生活を実現するため、高齢者の被害防止対策や年齢等特性に合わ
せた消費者教育の推進及び市町村消費生活相談窓口の運営支援等を実施

悪質商法等被害の未然防止を図るため、多様な関係団体等と連携した見守り人材の養成
や地域の見守りの担い手による啓発を実施

学校等における消費者教育の支援や、子育て世代・高齢者など年齢特性に応じた消費者教
育や啓発を実施

消費者市民社会の構築に向けた消費者教育の展開

複雑化する消費生活相談に対応するため、「ネット取引等あんしんチーム」による市町村相談
のサポート

中小企業における女性活躍やワーク・ライフ・バランスに関する取組を推進するための相談・
研修・制度整備等の支援

企業の意思決定に参画できる役職への女性登用を推進するため、企業の中核人材となる女
性の育成研修等を実施

働きながら子育てしたい女性やひとり親家庭の方などのニーズに応じて、就業と子育てをワ
ンストップで支援

事 業 名 担 当 課 消費生活安全センター

事 業 名 女性活躍総合支援事業費 担 当 課

予 算 額

事 業 内 容

　京都ウィメンズベース・マザーズジョブカフェ・京都府男女共同参画センターの３所が連携し、
女性活躍をワンストップで支援するとともに、性別に関わらず様々な困難・課題を抱える方への
支援を実施
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８　食の安心・安全確保に向けた取組

きょうと「食の安心・安全」確保事業費

３４，１５１千円

１　趣旨

２　事業内容

（１）食品衛生監視指導

・

（２）食品検査

・

・ 食品検査に使用する機器を更新

（３）遺伝子組換え食品検査　

・

（４）試験検査機関業務管理基準(ＧＬＰ)導入

・

食品衛生法改正に伴うHACCP（ハサップ）による衛生管理の制度化を踏まえ、事業者に衛生
管理の手法について啓発を行うとともに、食品衛生推進員「京の食“安全見はり番”」等による
自主衛生管理の推進、食品衛生監視機動班による事業者への監視・指導の実施や食品等
の放射性物質、添加物等の検査項目を充実し、食の安心・安全を確保

府内に流通している食品等の検査を行い、その結果を定期的に公表することで食の安心・
安全を確保

審査を受けていない遺伝子組換え食品の流通防止及び表示と内容物との整合確認を実施
することにより食の安心・安全を確保

ＧＬＰ(業務管理基準)の導入により、精度管理体制を構築するとともに検証体制を整備し、検
査の信頼性を確保

事 業 名 担 当 課 生活衛生課

予 算 額

事 業 内 容

　食の安心・安全行動計画等を踏まえ、関係部局が連携し、食品表示の適正化、食に関する情
報発信、食品衛生監視指導等を強化することにより、府民の食への信頼を確保

9



９　京都府立植物園の次の100年に向けた新たな取組

植物園次の１００年創生事業費

１８，０００千円

１　趣旨

２　事業内容

（１）世界に魅せる魅力発信事業の実施

・

（２）楽しく学べる学習イベントの開催　

・

（３）京都植物誌プロジェクトの推進

・

10　向日町競輪場敷地再整備に向けた取組

(収益事業特別会計)向日町競輪場敷地再整備等事業費 文化施設政策監付

１，１１８，９２３千円(債務負担行為１０，１２３，５３０千円)

１　趣旨

２　事業内容

（１）競輪場再整備・運営事業

・

（２）競輪場敷地再整備関連事業

・

府内植物の多様性を保全するため、100周年を機にスタートした「京都植物誌」の作成を進め
るとともに、証拠標本の公開等を実施

事 業 名 担 当 課 文化施設政策監付

老朽化した向日町競輪場施設について令和11年度中のリニューアルオープンに向けて基
本・実施設計等を実施

競輪場施設及びアリーナ施設の整備に必要な埋蔵文化財調査及び設計施工管理を実施

事 業 名 担 当 課

予 算 額

事 業 内 容

　向日町競輪場基本構想に基づき、向日町競輪場敷地全体を多目的・複合的な機能を併せ
持った地域の交流・賑わいの拠点へと展開していくため再整備を実施

予 算 額

事 業 内 容

　府立植物園の次の100年に向け、子どもたちや若い世代に向けた魅力拡大や学習・研究機能
の充実により更なる飛躍を目指すための各種取組を展開する。

交流連携協定を締結しているシンガポール植物園との企画展の開催等、植物園の魅力を広
く世界に発信

子どもたちをはじめとした幅広い世代が、植物の仕組みや植物と生きものとの関わりを楽しく
学ぶことができる事業を展開
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（その他の主要事項等）

（単位：千円）

1 人権啓発推進室 隣保館運営等助成費 337,750 隣保館の運営・活動の助成等

2
文 化 政 策 室
文 化 芸 術 課

文化の心次世代継承事
業費

39,750
「文化の心」を次世代へ継承していくため、茶道・華道
等の生活文化や地域の伝統文化等を深く知る機会を
創出

3
こころのふるさと京都の
文化財保護事業費

75,765

学術上又は文化的価値の高い貴重な文化財の保全
を図るため、「文化財を守り伝える京都府基金」への
寄附金等を活用しながら、未指定文化財を含む文化
財の保存、修理、防災対策等を総合的に推進

4
祇園祭山鉾懸装品新調
事業費補助金

15,000

祇園祭山鉾懸装品のうち文化財的価値が高く、大型
で貴重な前掛・胴掛・見送りなどの懸装品を退役保存
するため、その代替として現代の意匠・染織技術の粋
を集めた懸装品新調事業に対して補助

5 文 教 課
未入園児保育支援事業
費

108,136

私立幼稚園の施設や機能を活用した育児中の保護者
向けの子育て相談や育児教室、２歳児受け入れ等の
実施を促進することで、育児期の不安の軽減・解消を
支援

6
いじめ防止・不登校支
援等総合推進事業費

4,500

学校等における問題の早期発見・早期対応、児童生
徒・保護者からの相談への対応など、いじめ、不登
校、問題行動等に対する総合的なサポート体制の充
実等を推進

7
生産性向上・人手不足
対策事業費

13,000

幼稚園の環境改善を図るため、業種・業界の垣根を越
えて３Ｓ・５Ｓをはじめとした持続的な生産性向上に資
する取組を学び・実践する仕組みを構築し、ソフトと
ハードを組み合わせた一体的な支援を実施

8
児童虐待総合対策事業
費

1,000

すべての子どもが健全に育成されるよう、児童虐待の
未然防止、早期発見・早期対応、再発防止、自立支援
に至るまで、一貫した施策を関係機関と連携しながら
総合的に推進

9
私立学校省エネ推進緊
急対策事業費

40,000
私立学校の備品・設備の省エネ化により学校の運営
コストの抑制を支援

10
保育所等活動継続支援
事業費

60,000
物価高騰下においても、子どもの成長に必要な様々
な体験機会を継続して確保するため、幼稚園等が行う
行事や発表会に要する費用等を年間を通じて支援

11
安心・安全まちづく
り 推 進 課

初期段階再犯防止強化
事業費

1,500
軽微な罪を犯した人等の立ち直りを支援するため、本
来必要な福祉的支援に早期かつ適切につなぐ取組等
を実施

12 男女共同参画課
ドメスティック・バイオレ
ンス対策事業費

5,980
家庭支援総合センター(配偶者暴力相談支援センター)
を中心に、市町村や関係機関と連携・協力しながら被
害者の相談・保護・自立支援等を実施

13
府民総合案内・相談
セ ン タ ー

府民総合案内・相談セ
ンター運営費

33,259
府民総合案内・相談センターの運営及び府民相談等
を実施

14 生 活 衛 生 課
子ども銭湯利用促進事
業費

56,000

　日本独自の「銭湯文化」を育み、地域コミュニティの
活性化や災害時の住民支援の機能を有する銭湯を将
来にわたって守るため、子どもたちの銭湯に対する認
知度向上や利用促進につながる取組を支援

課　名 予　算　額 事　　業　　の　　概　　要事　　　　　　項
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Ⅲ 文化生活部主要計画等 

 
【主要計画等】 

 
名称 内容 備考 

 
京都府人権尊重の共
生社会づくり施策推
進計画 

 
一人ひとりの尊厳と人権が尊重され、だれもが自分らし

く生きることのできる社会の実現に向けて、人権という普
遍的文化を構築するため、人権尊重の共生社会づくり施策
の基本的指針を策定 

 

 
計画期間： 
令和８～令和 
18年度 
（10年間） 

 
文化が活きる京都の
推進に関する条例に
基づく基本的な指針 

 
文化が活きる京都の推進の総合的かつ効果的な実施を図
るため、「文化が活きる京都の推進に関する条例」第４条
に基づき策定 

 
計画期間： 
令和７年度～ 
（文化を取り巻  
く状況の変化に  
応じて適宜見直  
しを行う。） 
 

 
京都府犯罪のない安
心・安全なまちづく
り計画 

 
犯罪のない安心・安全なまちづくり施策を総合的に推進

するとともに、再犯防止施策、犯罪被害者支援を実施する
ため、「京都府犯罪のない安心・安全なまちづくり条例」第
３条に基づき策定 
※「再犯の防止等の推進に関する法律」第８条に規定す
る地方再犯防止推進計画及び「京都府犯罪被害者等支
援条例」第９条に規定する犯罪被害者等支援推進計画
として位置付ける。 

 

 
計画期間： 
令和６～10 年
度（５年間） 
 

 
第 12 次京都府交通
安全計画 

 
府域における陸上交通の安全に関する施策を総合的か

つ計画的に推進するため、「交通安全対策基本法」第 25条
第１項に基づき策定 
※令和８年度中策定予定 
 

 

計画期間： 

令和８～１２年

度（５年間） 

 
京都府自転車安全利
用促進計画 

 
自転車の安全な利用の促進に関する施策を総合的に推

進するため、「京都府自転車の安全な利用の促進に関する
条例」第７条に基づき策定 
  

 
計画期間： 
令和８～１２年
度（５年間） 
 

 
京都府男女共同参画
計画―ＫＹＯのあけ
ぼのプラン（第４次） 
後期施策 

 
男女が社会の対等な構成員として、あらゆる分野の活動

に参画する機会が確保され、個性と能力を発揮できる男女
共同参画社会の実現に向け、各種施策を総合的に推進する
ため、「男女共同参画社会基本法」第 14条に基づき策定 
 

 
計画期間： 
令和８～12 年
度（５年間） 

 
配偶者等からの暴力
の防止及び被害者の
保護・自立支援に関
する計画（第５次） 

 
配偶者等からの暴力に関し、被害者自身や周囲による被

害への気づきを促し、地域における身近な相談から保護・
社会的自立までの切れ目のない支援の推進を図り、ＤＶを
容認しない社会のさらなる実現をめざすため、「配偶者か
らの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」第２条
の３に基づき策定 

 

 
計画期間： 
令和６～10 年
度（５年間） 
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名称 内容 備考 

 
第２次京都女性活躍
応援計画 
 
 
 
 

  
経済団体等と行政（京都府・京都市・京都労働局）とが

連携して発足した女性の活躍推進組織「輝く女性応援京都
会議」により策定。本会議で採択した４つの行動宣言に基
づき取り組むことにより、男女が共に多様な生き方・働き
方を実現し、ゆとりがあり、豊かで活力にあふれ、「生産性
が高く持続可能なまち・京都」を目指す。 
※「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律
（女性活躍推進法）」第 6 条第 1 項に基づく京都府の
推進計画として位置付ける。 

 

 
計画期間： 
令和８年度～令
和 17年度 
（10年間） 

 
京都府安心・安全な
消費生活の実現を目
指す行動計画 

 

府民の連携・協働のもと、安心・安全な消費生活を実現

するため、「京都府消費生活安全条例」第７条に基づき策定 

 ※「消費者教育の推進に関する法律」第 10条に基づく京

都府の消費者教育推進計画として位置付ける。 
 

 
計画期間： 
令和７～11 年
度（５年間） 

 

京都府食品衛生監視

指導計画 

 
年度内に実施する監視指導の内容を定めるとともに、

「京都府食の安心・安全行動計画」の食品衛生に係る施策
目標を達成するため、「食品衛生法」第 24条に基づき策定 

 
計画期間： 
令和８年度 

（１年間） 

 

京都府動物愛護推進

計画 

 

動物の適正飼養の徹底や動物愛護の精神を広く周知・啓

発するため、「動物の愛護及び管理に関する法律」第６条に

基づき策定。令和２年４月に示された動物愛護管理基本指

針（環境省）に基づき、令和３年３月に一部を改定 

 
計画期間： 
令和３～令和12
年度 

（10年間） 
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Ⅳ 関係施設 
 

  施設名 

項目 
府  立  植  物  園 府 立 陶 板 名 画 の 庭 

所  在  地 
・ 

電 話 番 号 

〒606-0823 
 京都市左京区下鴨半木町 
  075-701-0141(代) 

〒606-0823 
  京都市左京区下鴨半木町 
  075-724-2188 

施 設 の 特 徴 
 植物を育成栽培して公開し広く府民の“い
こいの場”“教養の場”として、大正 13 年１
月１日に開園した国内を代表する総合植物園 

  名画の造形と色彩を忠実に再現し、永く保存
できるように作られた陶板画８点を展示した
安藤忠雄氏の設計による絵画庭園 

設 置 年 月  大正１３年１月  平成６年３月 

敷 地 面 積  約２４０，０００㎡  ２，８４９㎡ 

延 床 面 積   －   － 

施 設 の 内 容 

○保有植物  約 12,000 種類 
○入園料（温室観覧料を含む） 

一般           500 円 
 65 歳以上・高校生 250 円 
 ※年間パスポートあり（一般 2,000 円、

65 歳以上・高校生 1,000 円、有効期
間１年） 

※中学生以下は無料 
※障害のある方とその介護者は免除（証明

するものが必要）、きょうと子育て応援
パスポート事業対象施設 

○開 園 9:00～17:00（入園は 16:00 まで） 
○温 室 10:00～16:00（入室は 15:30 まで）    
○休園日 年末年始 

○ミケランジェロ作「最後の審判」等を展示 
○入園料 
 一般（65 歳未満） 200 円 
 一般（65 歳以上） 100 円 

※減免対象（証明するものが必要） 
・中学生以下の者 
・障害のある方とその介護者、子育て応援

パスポート所持者 
・小学生を扶養する父母もしくは祖父母

（府内在住）が当該小学生と共に観覧す
る場合、当該父母又は祖父母２名無料 

 ※植物園の半券を提示した場合、 
陶板名画の庭の一般（65 歳未満）入園料が
半額となる。 

  植物園・陶板名画の庭の合計入園料 
  一般（65 歳未満）   600 円 
  一般（65 歳以上）   300 円 
○開 園 9:00～17:00（入園は 16:30 まで） 
○休園日 年末年始 

運営者・管理者   府  直 営   北山街協同組合 

担 当  文化生活総務課（文化施設政策監付）  文化政策室 

 

  施設名 

項目 
府 立 京 都 学 ・ 歴 彩 館 府立ゼミナールハウス 

所  在  地 
・ 

電 話 番 号 

〒606-0823 
 京都市左京区下鴨半木町 1-29 
 075-723-4831 

〒601-0533 
 京都市右京区京北下中町鳥谷２ 
 075-854-0216 

 
施 設 の 特 徴 

 京都の歴史・文化の研究支援、学習・交流
機能や京都に関する資料を総合的に収集、保
存、公開する北山の文化・学習交流拠点 

  自然豊かな環境の中で、大学生をはじめ高齢
者から子どもまで多世代を対象とする宿泊が
可能な研究討議や生涯学習研鑽の場 

設 置 年 月  平成２８年１２月  昭和５１年９月 

敷 地 面 積  約１３，４００ ㎡  ９０，０９８ ㎡ 

延 床 面 積   約２４，０００ ㎡     ４，４９２ ㎡ 

施 設 の 内 容 

○交流フロア（１階） 
・大ホール 484 席、小ホール 100 席、学習

室 100 席、展示室、京都学ラウンジ、京
都学デジタル資料閲覧コーナー 

○探究フロア（２階） 
 ・京都学・歴彩館、府立大学、府立医科大

学が収蔵する図書資料、古文書等約 114
万冊点、学術雑誌約 2,000 種を閲覧可能 

○開 館 平日:9:00～21:00 
      ※京都学ラウンジは 18 時まで 
     土日:9:00～17:00 
     ※京都学ラウンジは 16 時まで 
○休館日 毎月第２水曜日、祝日法に定める 

休日、年末年始、蔵書整理期間 

○本館 
・総合ゼミ室（定員 280 人）１室 

○別館 
・ゼミ室（洋室）（定員 20～64 人）５室 
・ゼミ室（和室）（定員 4～40 人）10 室 

○ゼミ室料金（１日）1,700～54,500 円 
○宿 泊 室  （定員 143 人） 
○運動広場 

・ゲートボール１面 
・テニス２面 
（バレーボール、バドミントン兼用） 
・レンタサイクル 50 台 
・オリエンテーリングコース２～５㎞ 
・キャンプファイヤー（７月～９月） 

○休館日 １月～２月の第３月曜日、年末年始 

運営者・管理者   府直営､一部指定管理者(ｺﾝｸﾞﾚ･日本管財･丸善雄松堂共同事業体）   一般財団法人 京都ゼミナールハウス 

担 当  文化政策室  文化政策室 
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  施設名 

項目 
大 山 崎 山 荘 府 立 文 化 芸 術 会 館 

所  在  地 
・ 

電 話 番 号 

〒618-0071 
 乙訓郡大山崎町字大山崎銭原５-３ 
  075-957-3123(代) 

〒602-0858 
 京都市上京区寺町通広小路下ル東桜町１ 
 075-222-1046 

 
施 設 の 特 徴 

 天王山地域において、昭和初期に建てられ
た山荘が美術館としてよみがえり、自然と山
荘、庭園が調和した府民の生涯学習の場 

  文化芸術を愛する人々に発表と交流の場を
提供するなど京都における文化芸術創造活動
のための専門施設 

設 置 年 月  平成８年４月  昭和４５年１月 

敷 地 面 積  １５，６１７ ㎡ （うち府所有 １０，１３５ ㎡）  ４，４６８ ㎡ 

延 床 面 積   －   ４，３８８ ㎡ 

施 設 の 内 容 

○大山崎山荘周辺庭園（京都府所有） 
・琅玕洞（トンネル）、旧車庫（現休憩所） 

栖霞楼（物見塔）は平成 16 年に登録有形
文化財に登録 

○入園料 無料 
○大山崎山荘美術館（アサヒビール㈱所有） 

・常設展 山本（ｱｻﾋﾋﾞｰﾙ初代社長）コレクショ      
ン、モネの名作「睡蓮」を展示 

・企画展 
○入館料（団体割引）   
  一  般 企画展ごとに設定 
  高・大学生 700 円（600 円） 
  小中学生 無料 
  ※障害者手帳、ミライロ ID をお持ちの方 

500 円（付添者１名まで無料） 
※（）内は 20 名以上の団体料金 

○開園(開館)  10:00～17:00 
○休園日(休館日) 月曜日、年末年始 

○ホール 419 席 
○展示室   2 室 
○会議室   4 室 
○開  館 9:00～21:30 
○休館日 年末年始 
 
 

運営者・管理者 公益財団法人 アサヒグループ財団 
創（公益財団法人京都文化財団・株式会社   

コングレ共同事業体） 

担 当 文化政策室 文化政策室 

 
 

  施設名 

項目 
府 立 府 民 ホ ー ル 

（ ア ル テ ィ ） 
府 立 堂 本 印 象 美 術 館 

所  在  地 
・ 

電 話 番 号 

〒602-0912 
 京都市上京区烏丸通一条下ル龍前町 590-1 
 075-441-1414 

〒603-8355 
 京都市北区平野上柳町 26-3 
 075-463-0007 

 
施 設 の 特 徴 

 優れた文化芸術活動の場を提供し、府民の
文化の向上に寄与するため整備された舞台芸
術発表のためのホール 

  京都が生んだ世界的芸術家堂本印象画伯が、
生涯にわたって創造した多彩な芸術作品(約 
2,600 点余収蔵)を一堂に集めた美術館 

設 置 年 月  昭和６３年１０月  平成４年４月 

敷 地 面 積  ４，４７３ ㎡（公館含む）  ２，４３５ ㎡ 

延 床 面 積   ５，３８２ ㎡（ 〃  ）   １，２６７ ㎡ 

施 設 の 内 容 

○ホ ー ル 
・１階 460 席 
・２階 100 席 
・ホール全体が 94面に分割された電動昇降 
床で構成されており、多彩な空間演出が可    
能 

○開 館 9:00～21:30 
○休館日 毎月第１・３月曜日、年末年始 
 

○入 館 料  
一  般  580 円(460 円) 

 高 大 生    450 円(360 円) 
65 歳以上      290 円(230 円) 

 中学生以下 無料 
※障害のある方は免除（証明するものが必

要）、（）は団体(20 名以上)料金または、
割引料金きょうと子育て応援パスポート
事業の対象施設 

○開 館 9:30～17:00 
○休館日 毎週月曜日、年末年始 

運営者・管理者 
創（公益財団法人京都文化財団・株式会社   

コングレ共同事業体） 
  公益財団法人 京都文化財団 

担 当 文化政策室  文化政策室 
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  施設名 

項目 
府 京 都 文 化 博 物 館 府 丹 後 文 化 会 館 

所  在  地 
・ 

電 話 番 号 

〒604-8183 
 京都市中京区三条高倉 
 075-222-0888 

〒627-0012 
 京丹後市峰山町杉谷 1030 
 0772-62-5200 

 
施 設 の 特 徴 

 平安建都 1200 年を記念し開館。京都の歴史
・文化や国内外の美術・工芸を展示する総合
文化施設 

丹後地域の文化振興の中核となる広域文化
施設 

設 置 年 月  昭和６３年１０月  昭和５５年４月 

敷 地 面 積   ４，７９０ ㎡  ７，６９８ ㎡ 

延 床 面 積   １５，８５４ ㎡   ２，６２７ ㎡ 

施 設 の 内 容 

○総合展示 
一  般   600（480）円 
大 学 生   400（320）円 
高校生以下          無料 
※（ ）内は 20 名以上の団体料金 
※障害のある方とその介護者１名は免除

（証明するものが必要）、きょうと子育
て応援パスポート事業の対象施設 

○開 館 10:00～19:30 
     （入場は 19:00 まで） 
○特別展 特別展ごとに料金が異なる。 

※特別展チケットで、総合展示とフィルム
シアターも鑑賞可能 

○開 館 10:00～18:00 
毎週金曜日は 19:30 まで延長 

     （入場はそれぞれ 30 分前まで） 
○休館日 毎週月曜日、年末年始 

○ホール       760 席（定員 1,000 人） 
○練習室      ３室 
○野外ステージ 
○開 館    9:00～22:00 
○休館日     毎週木曜日、年末年始 
 

運営者・管理者 公益財団法人 京都文化財団 公益財団法人 京都府丹後文化事業団 

担 当  文化政策室  文化政策室 

 

  施設名 

項目 
府 中 丹 文 化 会 館 府長岡京記念文化会館 

所  在  地 
・ 

電 話 番 号 

〒623-0005 
 綾部市里町久田 21-20 
 0773-42-7705 

〒617-0824 
 長岡京市天神４-１-１ 
 075-955-5711 

施 設 の 特 徴 
 中丹地域３市の文化振興の中核となる広域
文化施設 

  乙訓地域２市１町の文化振興の中核となる
広域文化施設 

設 置 年 月  昭和５８年５月  昭和６３年５月 

敷 地 面 積  ４，０５０ ㎡  １１，０００ ㎡ 

延 床 面 積   ３，４７８ ㎡    ３，５７７ ㎡ 

施 設 の 内 容 

○ホール 886 席（定員 1,000 人） 
○練習室  ３室 
○開 館 9:00～22:00 
○休館日  毎週月曜日、年末年始 

○ホール  1,000 席 
○練習室 ３室 
○開 館 9:00～22:00 
○休館日  毎週月曜日、年末年始 
※大規模改修工事のため、令和８年 11 月４日 

から令和 10 年１月末まで休館（予定） 

運営者・管理者 公益財団法人 京都府中丹文化事業団 公益財団法人 京都府長岡京記念文化事業団 

担 当 文化政策室 文化政策室 
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  施設名 

項目 
京・和新庵～文化と産業の交流拠点～  

（元府議会議員公舎（旧富岡鉄斎邸）） 

島 津 ア リ ー ナ 京 都 

（ 府 立 体 育 館 ） 

所  在  地 
・ 

電 話 番 号 

〒602-0918 
 京都市上京区室町通薬屋町 424、425、429 
 075-341-9756 

〒603-8334  
 京都市北区大将軍鷹司町 
 075-462-9191(代) 

施 設 の 特 徴 

国内外へ日本文化等を発信し、文化芸術を
通した交流拠点とすることで、文化芸術の振
興にとどまらず産業等の振興を図るための施
設 

 府民の健康で文化的な生活の向上に寄与す
るため、スポーツの振興を図るとともに、行事、
催物その他の用に利用できる府内有数の大規
模施設 

設 置 年 月  昭和２２年１０月（建替え:令和６年１月）  昭和４６年１０月 

敷 地 面 積  １，２６７㎡  １２，８４３ ㎡ 

延 床 面 積    ４１１㎡ １４，０１５ ㎡ 

施 設 の 内 容 

○洋室１（58 ㎡） 
○洋室２（16 ㎡） 
○茶室（７畳） 
○和室１（６畳） 
○和室２（10 畳） 
※１ 予約に応じて開館（平日 9:00～17:00） 
※２ 土日祝日、年末年始及び管理者が定める

日は、閉館 

○第１競技場（フロア:2,242 ㎡） 
・バレーボール・バスケットボール等３面可能 

 ・固定観覧席   5,016 席 
 ・階段式移動観覧席 480 席 
 ・大型映像装置 
○第２競技場（フロア:  864 ㎡） 

・バレーボール２面、バドミントン４面可能 
・会議室 10 室、選手控室、放送室、トレー

ニングルーム、事務室、売店など 
○利用料 

第１競技場 １使用区分17,670円他 
第２競技場 １使用区分 6,970円他 
会議室   １使用区分 1,160円他         
トレーニング場    １回 400円 

○開 館 9:00 ～ 21:00 
○休館日 毎月第 1.2.5 水曜日、年末年始 

運営者・管理者  京都商工会議所 府 直 営 

担 当  文化政策室  スポーツ振興課 

 

  施設名 

項目 京都トレーニングセンター 
ｻﾝｶﾞｽﾀｼﾞｱﾑ by KYOCERA 

(府 立 京 都 ｽ ﾀ ｼ ﾞ ｱ ﾑ ) 
所  在  地 

・ 
電 話 番 号 

〒622-0232 
 京都府船井郡京丹波町曽根崩下代 110-7 
 0771-82-2460 

〒621-0804  
 京都府亀岡市追分町 
  0771-25-3331 

 
施 設 の 特 徴 

ジュニアアスリートの育成強化拠点として
近隣大学等と連携した医・科学的トレーニン
グ指導を実施 

  府におけるスポーツ及び文化の振興を図る
とともに、地域のにぎわいの創出に資する球技
専用スタジアム 

設 置 年 月  平成２８年７月  令和元年１２月 

敷 地 面 積   －  ３３，１４０㎡ 

延 床 面 積   ５，５００ ㎡（丹波自然運動公園内）   ３５，６０１㎡ 

施 設 の 内 容 

○医・科学的トレーニング 
○測定・分析 
  ・膝伸屈筋力測定 
  ・基礎体力測定 
  ・体組成測定 
 ・動作分析、映像加工 
○各種指導・相談 
 ・トレーニング指導 
 ・栄養相談 
  ・コンディショニング指導 
  ・メンタルサポート 
 ・メディカルサポート、医事相談 
○開 館 9:00 ～ 21:00 
○休館日 年末年始 

〇フィールド 126m×84m 
〇観客席   約 21,600 席 
 観戦環境:ｽﾀﾝﾄﾞ最前列からﾋﾟｯﾁまで 

7.5～10.5ｍ、高低差 1.2ｍ 
 屋  根:観客席より 2ｍ張り出し 
・大型映像設備   ２面 
・帯状映像設備  ３ヶ所 
・サイネージ      37 台 
・会議室等            37 室 
・フードコート   ２店舗 
・クライミング  ﾎﾞﾙﾀﾞﾘﾝｸﾞ、ﾘｰﾄﾞ、ｽﾋﾟｰﾄﾞ 
・3×3 ﾊﾞｽｹｯﾄｺｰﾄ   ２面 
・足湯施設 
・VR･ｅスポーツ施設 
○開 館 9:00 ～ 21:00  
○休館日 年末年始 

運営者・管理者 公益財団法人 京都府立丹波自然運動公園協力会 合同会社ビバ＆サンガ 

担 当 スポーツ振興課 スポーツ振興課 
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  施設名 

項目 府 交 通 事 故 相 談 所 
府男女共同参画センター 

（ ら ら 京 都 ） 

所  在  地 
・ 

電 話 番 号 

〒602-8570 
京都市上京区下立売通新町西入ル 
京都府庁旧本館１階 
075-414-4274 
(舞鶴支所) 

〒625－0036  舞鶴市字浜 2020 
(中丹広域振興局舞鶴総合庁舎３階) 
075-414-4274 

〒601-8047 
京都市南区東九条下殿田町 70 
京都テルサ東館２Ｆ 
075-692-3433 

施 設 の 特 徴 
専門的かつ高度な交通事故相談に対応した

施設 
男女共同参画と女性の社会参画を推進するため

の拠点となる施設 

設 置 年 月 昭和４３年４月（舞鶴支所）昭和４８年１月 平成８年４月 

敷 地 面 積  － － 

延 床 面 積 ７１㎡     （舞鶴支所）２６．５㎡     － 

施 設 の 内 容 

〇交通事故に関するさまざまな相談の窓口 
・相談内容 

  示談の仕方、自賠責保険等の利用・請求  
の仕方等の賠償問題等 

 ・受付時間 
  月～金曜日(祝日・年末年始除く) 
  面接相談／9:00～11:30､13:00～16:30 
   電話相談／9:00～16:30   
○巡回相談（予約制） 
 月１～２回 
 各広域振興局総合庁舎において実施 
○弁護士相談（予約制） 
 本所／偶数月 
 交通事故を専門とする弁護士（アドバイザ

ー）を交え相談に対応 

○府男女共同参画センター・マザーズジョブカ 
フェ・京都ウィメンズベースの３所を京都テ 
ルサへ集結させ、女性活躍支援のワンストッ 
プ拠点化を図る 

 
○相談室         １室 
○チャレンジオフィス   １室（５区画） 
○ワーキングルーム    １室 
○ミーティングルーム   １室 
○交流コーナー       
 
○開 館 月～土曜日 9:00～19:00  
○休館日 日曜日､祝日、年末年始         

運営者・管理者 府 直 営 一般財団法人 京都府民総合交流事業団 

担 当 安心・安全まちづくり推進課 男女共同参画課 
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  施設名 

項目 
京都動物愛護センター 京 都 向 日 町 競 輪 場  

所  在  地 
・ 

電 話 番 号  

〒601-8103 
京都市南区上鳥羽仏現寺町 11 番地 
075-671-0336 
（支所） 

〒610-1101 
京都市西京区大枝沓掛町 24-5 

〒617-0002 
 京都府向日市寺戸町西ノ段５ 
 075-921-0321 

 
施 設 の 特 徴  

人と動物が共生する社会づくりを目指し、全
国初となる都道府県と政令市が共同して設置・
運営する動物愛護・管理施設 

 自転車競技法に基づき運営される公営競技・競
輪を開催するための施設 

設 置 年 月  平成２７年４月（支所:昭和６３年４月）  昭和２５年１１月 

敷 地 面 積   １１，３１２ ㎡  ５７，８８８．５５㎡ 

延 床 面 積  １，２７３㎡ （支所:４１６㎡）  ― 

施 設 の 内 容  
 
 

〇動物棟にて、保護・収容された犬猫の飼育、
健康管理を行う譲渡事業を中心に、動物愛護
や犬・猫等ペットの適切な飼養管理の普及啓
発事業を実施 

 
＜付帯施設・設備＞ 
〇事務所棟 
 ・会議室 
 ・ふれあい室 
〇動物棟 
 ・治療室 
 ・収容室、検疫室、譲渡室 
〇その他 

・ドッグラン（利用料） 
共用ゾーン １頭につき 300 円/時間 
専用ゾーン（要事前予約） 

 ５頭まで 3,050 円/時間 
      ※６頭目からは１頭を超え

るごとに 300 円追加 
・トリミングルーム（利用料） 

  1,010 円/時間 
○開 所 9:00～17:00 
○休 所 木曜日(祝日の場合は翌平日) 

年末年始 

〇向日町競輪場再整備に伴い、解体工事を実施中
令和 11 年度のリニューアルオープンを予定 
他場借上による本場開催及び他場開催の車券を
販売中 

 
○入場料 無料 
○開 門 10:00 ～ 最終レース終了後 閉門 
○休場日 不定休 

運営者・管理者  府・市共同運営 株式会社ＪＰＦ 

担 当 生活衛生課 文化生活総務課（文化施設政策監付） 
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  施設名 

項目 
旅券事務所 

所  在  地 
・ 

電 話 番 号  

〒600-8216 
京都市下京区烏丸通塩小路下ル東塩小路町京
都駅ビル８階 

 
施 設 の 特 徴  

旅券法の規定に基づき、府民に対して旅券発
給事務（地方自治法に基づく法定受託事務）を
行っている施設 
※各広域振興局の旅券窓口においても同様の事 

務を実施 

設 置 年 月  昭和４５年 ８月 

敷 地 面 積   ４８８㎡ 

延 床 面 積   ― 

施 設 の 内 容  
 

〇所内設備 
・受付 
・待合ロビー 
・申請窓口 
・交付窓口 
・事務室 
 
〇その他 
・子育て応援レーン 
・授乳室 
・団体申請室 
 
〇受付時間 
・申 請：月～金曜日     9:00～16:30 
・交付(受取)：月・水・金・日曜日9:00～16:30 

火・木曜日       9:00～19:00 
〇閉 所 日 
土曜日・祝日(日曜を除く)・休日及び年末年始 

営者 ・管理 者 府 直 営 

担 当 文化生活総務課 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

京都府商工労働観光部 
 

 

 

令和８年度 
 

京都府商工労働観光部の概要 

（抜粋版） 
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Ⅰ　商工労働観光行政の執行体制

１　商工労働観光部の組織
【知事部局】

＜本庁＞ 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

［商工労働観光部］

〈中小企業応援センター〉（〒600ｰ8009）京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町78番地
（京都経済センター4階） （075-366-4357）

〈商店街創生センター〉（〒600ｰ8009）京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町78番地
（京都経済センター4階） （075-342-0303）

〈京都海外ビジネスセンター〉(〒600-8009)京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町78番地
（京都経済センター３階）　　　　　（075-366-4364）

〈京都府生涯現役クリエイティブセンター〉(〒600-8009)京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町78番地
（京都経済センター３階）　　　　　（075-741-8630）

〈京都企業人材確保センター〉(〒601-8047)京都市南区東九条下殿田町70
（京都テルサ内） （075-682-8948）

（0773-75-1317）

計 画 推 進 係 （075-414-5194）

労 働 政 策 室 リ カ レ ン ト 教 育 推 進 係

経 済 交 流 課 （075-414-4840）海 外 ビ ジ ネ ス 支 援 係

金 融 ・ 経 営 支 援 係 （075-414-4826）

イ ノ ベ ー シ ョ ン 推 進 係

港 湾 経 済 係

（075-414-4849）

工 芸 係 （075-414-4869）

産 地 再 構 築 推 進 係 （075-414-4856）

ス タ ー ト ア ッ プ 支 援 係

（075-414-5103）

産 業 振 興 課 （075-414-4852）

(〒602-8570)

企 画 調 整 係 （075-414-4819）

総 務 係 （075-414-4818）

産 業 労 働 総 務 課 経 理 係 （075-414-4817）

中 小 企 業 育 成 係

地 域 産 業 戦 略 係

中 小 企 業 総 合 支 援 課
商 業 支 援 係 （075-342-0303）

産 業 立 地 課
産 業 立 地 係

（075-414-4856）

労 働 政 策 企 画 係 （075-414-5082）

（075-414-4844）

文 化 学 術 研 究 都 市 推 進 課
景 観 ・ 整 備 係 （075-414-5196）

染 織 ・ 工 芸 課

（075-414-4852）

（075-414-4848）

（075-414-5550）

染 織 係

調 整 係 （075-414-4848）

京 都 舞 鶴 港 振 興 係

人 材 確 保 推 進 係 （075-682-8925）
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〈京都ジョブパーク・京都お仕事相談窓口〉(〒601-8047)京都市南区東九条下殿田町70（京都テルサ内) （075‐682‐8915）

〈北京都ジョブパーク〉(〒620-0045)福知山市駅前町400（市民交流プラザふくちやま内） （0773‐22‐3815）

観 光 室

観 光 企 画 係 （075-414-4854）

（075-414-4877）

広 域 観 光 推 進 係

地 域 観 光 振 興 係

（075-414-4859）

企 画 ・ 技 能 振 興 係 （075-414-4872）

職 業 訓 練 推 進 係 （075-414-5102）

(075-692-3232)

(0773-22-3857)

(075-682-8918)

雇 用 推 進 係

安定雇用・ 障害 者雇 用推 進係

人 材 育 成 課

北 部 ジ ョ ブ パ ー ク 係雇 用 推 進 課

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 商工労働観光部の事務分掌 

 

≪産業振興課≫ 

（1） ものづくり産業（染織・工芸課の主管に属するものを除く。）の振興及び支援に関すること。 

（2） 中小企業の経営の安定及び成長支援に関すること。 

（3） 創業、ベンチャー及びスタートアップの支援に関すること。 

（4） IT、試作、環境、健康及び映画・映像に関する産業その他の新産業の振興及び支援に関するこ

と。 

（5） 産学公連携による産業及び人材の育成の推進に関すること。 

（6） 北中部地域の産業振興に関すること。 

（7） 南部地域及び関西文化学術研究都市の産業振興に関すること。 

（8） 国家戦略特別区域等における施策の推進に関すること。 

 

≪染織・工芸課≫ 

（1） 染織業の振興及び支援に関すること。 

（2） 工芸の振興及び支援に関すること。 

（3） 生活文化関連産業の振興及び支援に関すること。 

 

≪観光室≫ 

（1） 観光施策の企画及び総合調整に関すること。 

（2） 宿泊施設等の観光客の受入環境の整備に関すること。 

（3） 旅行業に関すること。 

（4） 観光統計に関すること。 

（5） 府内各地域の観光振興に関すること。 

（6） 広域観光及び MICE の振興に関すること。 

（7） その他観光に関すること（他課の主管に属するものを除く。）。 
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一般財源

7,369

71%

特定財源

3,064

29%

府税, 

3,140, 

30%

地方消費税清算

金,1,481, 14%
地方交付税, 

1,945, 19%

地方譲与税・その

他,803, 8%

国庫支出金, 

811, 8%

使用料・手数

料, 109, 1%

繰入金, 211, 

2%

諸収入・その

他, 1,366, 

13%

府債, 

567,

5%

Ⅱ 令和８年度京都府予算（令和７年度２月補正予算を含む）の概要 

令和８年度当初予算においては、目下の最重要課題である、物価高騰等の影響を受ける府民生活

や事業活動への対策のほか、府民の命と健康を守る医療・福祉、防災・減災などの安心・安全対策

や、新年度に合わせた子育て・教育分野への対応など、年度当初から取り組むことが必要な事業を

骨格的予算として編成した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【令和８年度京都府及び商工労働観光部予算の概要】      

区分 
令和７年度予算 

(当初予算) 

令和６年度 

２月補正予算 

令和６年度予算 

（当初予算） 

京都府 

一般会計 1兆298億8,100万円 306億1,800万円 9,950億3,100万円 

特別会計 5,332億5,600万円 ― 5,762億1,300万円 

公営企業会計 419億2,400万円 ― 376 億 7,300 万円 

うち 

商工労働観光部 

一般会計 1,637億964万円 13億1,500万円 
1,655 億 6,047 万

円 

特別会計 2億4,496万円 ― 2 億 821 万円 

 

【令和８年度京都府一般会計の内訳】（単位：億円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商工労働観光部所管,

1,304 , 12％

その他, 9,129，

88％

歳 出

歳 出

1 0 , 4 3 3

   □府民生活や事業活動を守る物価高騰対策 

   ・府民生活を守り向上させるための取組 

 ・事業活動を守り発展させるための取組 

□府民の安心・安全対策 

 ・安心できる健康・医療・福祉の充実 

 ・災害発生時における対応強化 

□子育て・教育環境の充実 

 ・子育て環境の充実 

 ・教育環境の充実 

□人・物・情報・日々の生活の基盤づくり 

□その他の施策 

歳 入 

1 0 , 4 3 3 
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Ⅲ 令和８年度の商工労働観光部 重点施策概要 

〇府民生活や事業活動を守る物価高騰対策 

（１）事業活動を守り発展させるための取組 

◆伝統産業事業継続支援事業費〈継続〉１９０，０００千円 

【趣旨】 

原材料及びエネルギー価格高騰等の影響により厳しい経営状況にある伝統産業の産地組合

及び事業者等に対し、生産工程の集約化・内製化等のために行う生産設備の導入や和装需要喚

起のための取組を支援するとともに、エネルギー価格の負担軽減を実施する。 

【主な事業内容】 

（１） 生産工程の集約化・内製化等の支援 

対 象 者 京もの指定工芸品の産地組合及び伝統産業事業者 

対象経費 

① ①生産工程の集約化・内製化等のために行う生産設備の新増設・ 

②  改修に係る経費 

②存続危惧工程（※）に係る生産設備の新増設・改修に係る経費 

（※）需要減少により存続が危惧される次の工程 

・蒸水洗工程 

・織物精練工程 

・金銀糸製造工程 

補 助 率 ２／３以内 

補助上限 ① ①５,０００千円 ②１０,０００千円 
 

（２） 和装の需要喚起支援 

 製造支援 流通支援 

対 象 者 府内の着物卸売事業者 

対象経費 
丹後の白生地を活用し 

た着物の製造 

貸衣裳、レンタル着物店等 

に対する着物や帯の販売 

補 助 率 ３／４ １／２ 

補助上限 

（１着あたり） 
２０千円 ２００千円 

 

（３）エネルギー価格の負担軽減 

対象者 

存続危惧工程のうち、電力・ガス・重油等のエネルギー 

を大量に使用する以下の工程を行う伝統産業の産地組合 

・蒸水洗工程 

・織物精練工程 

対象経費 生産・加工工程に要する電力・ガス・重油等の燃料費 

支援額 
令和３年同月の燃料費から１０％以上高騰した月の燃料費 

のうち、高騰分の全額 

補助上限 各月上限３，０００千円 
 

 



5 

 

〇その他の施策 

（１）未来を拓く京都産業 

◆アート＆テクノロジー・ヴィレッジ推進事業費〈継続〉２６，０００千円 

【趣旨】 

令和５年にオープンした「アート＆テクノロジー・ヴィレッジ京都 （ATVK）」における、ア

ートとテクノロジーを融合させた新たな産業の創造を目指す国内外の産学公との交流やオー

プンイノベーションを促進するとともに、次世代を担う人材育成を推進する。 

【主な事業内容】 

（１）グローバル拠点化の推進による海外の企業・大学と ATVK参画企業を含む国内の産学公

との交流を促進 
 

（２）ATVK参画企業のイノベーション創出支援及び多様な主体との連携によるオープンイノベ

ーションを促進 
 

 （３）ATVK を起点とした、アートとテクノロジーの融合による新事業のモデル事例創出に向

け、実証事業等を実施 

・子ども向け製品等の実証・体験イベント「子ども探究博」の開催 

・国際スタートアップ・カンファレンス「IVS」等と連動したビジネスマッチング企画の 

実施 

 

◆ＺＥＴ-ｖａｌｌｅｙ推進事業費〈一部新規〉１７，０００千円 

【趣旨】 

国内外のスタートアップ企業や脱炭素関連企業の集積を図るため、大企業・自治体・住民と

スタートアップ企業等が共創し、ゼロカーボンまちづくりを実現する「ZET-valley」の形成を

推進する。 

【主な事業内容】 

（１）国際カンファレンス「ZET-summit」の開催 

   国内外の脱炭素関連スタートアップ企業と大企業等との交流や、産学公の関係者が一堂 

  に会して京都のまちづくり・地域産業への技術導入に向けた提案・検討等を行う場として 

  「ZET-summit」を開催 
 

（２）連続講座「ZET-campus」の開催 

地域住民や地元企業、若年層など多様な主体が集まり、最新の脱炭素テクノロジーを学 

   び、実際に体験する「ZET-campus」を開催し、日常生活への脱炭素技術の普及を促進 
 

 （３）「ZET-BASE KYOTO」を活用したイベントの開催等  

 インキュベーション施設「ZET-BASE KYOTO」を運営し、「ZET-valley」の効果的な発信や

スタートアップ交流イベント等を実施 
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◆太秦メディアパーク共創拡大事業費〈継続〉１１，０００千円 

【趣旨】 

アニメ・ゲームなどのコンテンツを生み出し続けてきた京都・太秦に、コンテンツ関連企

業に加えて、メタバース、WEB3.0などの DX・ICT関連企業の集積を図り、教育・ものづくり・

医療・観光など様々な分野において世界をリードする次世代産業を創造する国際的なオープ

ンイノベーション拠点を形成する。 

【主な事業内容】 

（１）京都市との連携プロジェクトの推進 

「京まふ」×「Bit Summit」等の府市共同プロモーションや、「京まふ」来場者向けの 

BtoBサイドイベントを実施 
 

（２）「太秦 NINJA PITCH」の開催 

「映画・ゲーム・マンガ・アニメ×スタートアップ」の異分野融合を題材にしたスター 

トアップピッチ会を開催 
 

（３）時代劇の無形文化財登録に向けた活動の推進 

無形文化財登録に向けた専門調査を実施し、時代劇制作に係る技術の継承計画を策定 
 

（４）大学との共創プロジェクトの推進 

コンテンツ関連企業と大学との融合プロジェクトの創出 

 

◆伝統産業産地振興拠点創出事業費〈継続〉７８，０００千円 

【趣旨】 

海外展開等の新規マーケット開拓や新商品開発等を総合的に支援することで、世界から注

目されるテキスタイル産地の形成や新事業の創出を促進する。 

【主な事業内容】 

（１）海外企業との継続的なビジネス展開に向けた支援 

これまでに構築した海外パートナー企業との関係を活かして、自立したビジネスへと

発展させるための支援を実施  
 

（２）海外マーケットへの展開支援 

工芸にアート、デザインの要素も盛り込んで新たな展開を図る「KYOTO KOUGEI WEEK」

実行委員会において､上海｢KYOTO HOUSE」等での新たなビジネス展開や商談会を開催 
 

（３）「Kyo-Densan-Biz」を核とした総合支援 

伝統産業ビジネス支援拠点「Kyo-Densan-Biz」のコーディネーターが、京都の伝統産業

事業者の成長・発展を総合的にサポート  
 

（４）新事業展開のための新商品開発等に対する助成 

異業種の事業者と連携した新商品開発や販路開拓等に要する経費を支援 
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◆グローバル・スタートアップ・エコシステム構築事業費〈一部新規〉８８，０００千円 

【趣旨】 

オープンイノベーションの基盤となる外国人起業家等が集積するダイバーシティの推進

と世界レベルの海外展開の環境整備に加え、ディープテック領域の起業を促進するインキュ

ベーション機能と新技術の社会実装環境の強化により、グローバル・スタートアップ・エコ

システムの構築を加速する。 

【主な事業内容】 

（１）ディープテック領域に特化したエコシステムの機能強化 

海外インキュベーターの誘致や新技術の社会実装を加速させるための検討会議の開催 
 

（２）グローバル・スタートアップイベント開催事業 

ア 国内最大規模の国際スタートアップ・カンファレンス「IVS」を開催 

イ 国際カンファレンス等でのトッププロモーションを実施 
 

（３）大型資金獲得等支援事業 

欧州最大のオープンイノベーションイベント等への出展により、スタートアップの大

型資金調達や海外展開を促進 
 

（４）外国人起業家の誘致促進 

外国人起業家の生活・ビジネスを支援するクロスボーダーコンシェルジュの設置 

 

◆京都次世代半導体産業推進事業費〈継続〉１５，０００千円 

【趣旨】 

府市連携で半導体産業を振興するため、産学公連携により、国内外からの企業・人材の集

積など、半導体エコシステムの構築に向けた取組を推進する。 

【主な事業内容】 

（１） 半導体産業の成長支援   

    最先端技術や研究、ビジネス情報等の交換の場「サロン」や研究会を通じた産学公の連      

    携プロジェクトの推進  
 

（２） 京都企業のビジネス機会拡大、国内外へのプレゼンス強化 

      半導体関連のフォーラムや展示会において、ビジネスマッチングの機会創出を図ると

ともに、京都の半導体関連企業の強みを国内外に発信 
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◆宇宙市場開拓・連携拡大事業費〈一部新規〉２，０００千円 

【趣旨】 

産学公連携により、丹後地域の機械金属業の技術力・対応力が活かせる宇宙関連産業への

参入を促進する。 

【事業内容】 

（１）宇宙関連事業の受注獲得に向けた伴走支援 

   丹後地域の機械金属企業による宇宙関連事業の受注獲得に向け、宇宙特有の技術や市場

ニーズに精通した専門家による伴走支援を実施 
 

（２）宇宙産業参入に向けたパートナーシップの拡大 

  宇宙関連産業の参入を目指す丹後地域の機械金属企業と宇宙関連の研究者・企業・団体

等とのパートナーシップを拡大し、宇宙産業参入に向けた協力体制を強化 

 

 

Ⅳ 商工労働観光行政施策（主要事項） 

令和８年度当初予算（令和７年度２月補正予算を含む） 

◼ 商工業関係 

1. 中小企業金融支援費【一部新規】117,060,000千円（再掲） 

厳しい経営環境にある中小企業者等を資金面で支援するため、京都府及び京都市が金融機関

と連携しながら、長期・固定金利による中小企業融資制度を通じて、中小企業者等の経営の

安定・強化を図る。 

2. 新しい商店街づくり総合支援事業費【一部新規】36,046千円 

商店街の多機能化、多様な人材の集積及びネットワークの拡大を進めることで、商店街が地

域コミュニティの核となり、地域と一体的に発展していくことを支援する。 

3. 金融・経営一体型支援体制強化事業費【継続】540,000千円（再掲） 

金融機関、経営支援団体が一体となって構築した府内地域毎の支援体制を強化し、中小企業

等の事業継続を支援する。 

4. 中小企業事業継続・承継支援強化事業費【継続】99,450千円 

業界・サプライチェーンを支える企業の後継者不足、人材確保難による休廃業や業績悪化企

業の増加に対応するため、事業承継に対する意識醸成からマッチングまでの全段階での伴走

支援、副業・兼業人材のマッチングなど事業継続に向けた支援を実施する。 

5. 地域商業活性化・物価高騰対策事業費【継続】220,000千円（再掲） 

商店街への来街促進や売上回復を図るとともに、物価高騰により影響を受ける府民の生活を

支えるため、商店街等が行う消費喚起の取組や安心・安全に買い物ができる環境の整備を支

援する。 

6. 生産性向上・人手不足対策事業費【継続】800,000千円（再掲） 

中小企業や社会福祉施設、保育所・幼稚園等の環境改善を図るため、業種・業界の垣根を越

えて３Ｓ・５Ｓをはじめとした持続的な生産性向上に資する取組を学び・実践する仕組みを

構築し、ソフトとハードを組み合わせた一体的な支援を実施する。 
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7. アート＆テクノロジー・ヴィレッジ推進事業費【継続】26,000千円（再掲） 

令和５年にオープンした「アート＆テクノロジー・ヴィレッジ京都（ATVK）」における、アー

トとテクノロジーを融合させた新たな産業の創造を目指す国内外の産学公との交流やオー

プンイノベーションを促進するとともに、次世代を担う人材育成を推進する。 

8. ＺＥＴ-ｖａｌｌｅｙ推進事業費【一部新規】17,000千円（再掲） 

国内外のスタートアップ企業や脱炭素関連企業の集積を図るため、大企業・自治体・住民と

スタートアップ企業等が共創し、ゼロカーボンまちづくりを実現する「ZET-valley」の形成

を推進する。 

9. 太秦メディアパーク共創拡大事業費【継続】11,000千円（再掲） 

アニメ・ゲームなどのコンテンツを生み出し続けてきた京都・太秦に、コンテンツ関連企業

に加えて、メタバース、ＷＥＢ３．０などのＤＸ・ＩＣＴ関連企業の集積を図り、教育・も

のづくり・医療・観光など様々な分野において世界をリードする次世代産業を創造する国際

的なオープンイノベーション拠点を形成する。 

10. 「産学公の森」推進事業費【継続】408,203千円 

人口減少、脱炭素、働き方改革をはじめとする様々な社会課題の解決に寄与する新たなビジ

ネス創出を図るため、多様なプレイヤーのコラボレーションを支援し、新たな成長産業を創

生する。 

11. 京都エコノミック・ガーデニング支援強化事業費【一部新規】300,000千円 

府内中小企業が直面する担い手不足や社会経済状況の著しい変化等の課題に対応するため、

自社の経営資源を活かした高付加価値化による経営基盤の強化に向けた取組を、調査分析か

ら体制構築、実践まで一貫支援を行う。 

12. 起業するなら京都・プロジェクト推進事業費【継続】100,899千円 

スタートアップ創出から成長発展までステージに応じた支援を、国や京阪神で連携しながら

オール京都で体系的に実施し、世界に伍するスタートアップの輩出を目指す。 

13. グローバル・スタートアップ・エコシステム構築事業費【一部新規】88,000千円（再掲） 

オープンイノベーションの基盤となる外国人起業家等が集積するダイバーシティの推進と

世界レベルの海外展開の環境整備に加え、ディープテック領域の起業を促進するインキュベ

ーション機能と新技術の社会実装環境の強化により、グローバル・スタートアップ・エコシ 

ステムの構築を加速する。 

14. 京都次世代半導体産業推進事業費【継続】15,000千円（再掲） 

府市連携で半導体産業を振興するため、産学公連携により、国内外からの企業・人材の集積

など、半導体エコシステムの構築に向けた取組を推進する。 

15. 宇宙市場開拓・連携拡大事業費【一部新規】2,000千円（再掲） 

産学公連携により、丹後地域の機械金属業の技術力・対応力が活かせる宇宙関連産業への参

入を促進する。 

16. 伝統産業産地振興拠点創出事業費【継続】78,000千円（再掲） 

海外展開等の新規マーケット開拓や新商品開発等を総合的に支援することで、世界から注目

されるテキスタイル産地の形成や新事業の創出を促進する。 
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17. 伝統産業産地再構築事業費【継続】22,195千円 

長年の課題であった産地の構造改革を推進するため、令和３年度に設置した｢シルクテキス

タイル・グローバル推進コンソーシアム」を核として、西陣織・京友禅・丹後織物の３産地

が連携し、新たなマーケット開拓と、産地を支える生産体制の再構築を図る。 

18. 伝統産業事業継続支援事業費【継続】190,000千円（再掲） 

原材料及びエネルギー価格高騰等の影響により厳しい経営状況にある伝統産業の産地組合

及び事業者等に対し、生産工程の集約化・内製化等のために行う生産設備の導入や和装需要

喚起のための取組を支援するとともに、エネルギー価格の負担軽減を実施する。 

19. 京都産業立地促進事業費【継続】1,410,895千円 

「京都府企業立地促進条例（略称）」及び「京都府伝統と文化のものづくり産業振興条例」に

基づき、税の特例措置や「雇用のための企業立地促進融資制度」による低利融資制度と併せ

て、本補助制度を効果的に活用することにより、企業等の誘致を促進し、雇用の安定・創出

と地域の特性を生かした産業の集積を図る。 

20. 京都舞鶴港日本海側拠点機能推進費【継続】1,292,943千円 

京都舞鶴港において、国際コンテナ航路拡充やそれに伴う舞鶴国際ふ頭の拡張、外航クルー

ズ船誘致等、ソフト・ハード一体となった事業を推進する。 

21. 「Kyoto Japan」海外戦略プロジェクト費【継続】46,030千円 

ジェトロ海外事務所や京都倶楽部等による海外ネットワークを確立し、京都海外ビジネスセ

ンターを拠点に、海外販路開拓や外資誘致などを戦略的に推進する。 

◼ 雇用対策・人材育成関係 

22. 就労・奨学金返済一体型支援事業費【継続】48,000千円 

中小企業等の人材確保と従業員の定着及び若者の負担軽減を図るため、従業員の奨学金返済

支援を行う中小企業等を支援する。 

23. 学生就職・定着応援事業費【継続】89,670千円 

就職支援協定締結大学と連携し、学生生活の早い時期から「働くこと」や「京都企業」への

理解を促進するため、子育てにやさしい職場づくり実践企業での職場体験やリクルートフェ

アの開催等により、学生の京都企業への就職と職場定着を支援する。 

24. 中小企業人材確保・多様な働き方推進事業費【一部新規】110,790千円 

人手不足が深刻化する中、府内中小企業の人材確保支援として、企業訪問を通じた企業ニー

ズの把握やマッチング機会の提供に加え、採用力の向上に繋げることを目的としたセミナー

等を実施する。 

25. 京都府生涯現役クリエイティブセンター事業費【継続】177,880千円（再掲） 

「京都府生涯現役クリエイティブセンター」において、人生１００年時代を輝き続けるため

に、働く人の新しい学びを応援し、生涯働き続けることができる人材を育成する。 

26. 非正規雇用者安定就業促進事業費【継続】71,184千円 

就職氷河期世代や若年層の非正規雇用者等の安定就業を促進するため、企業ニーズの高い業

界への就業・専門スキル習得を支援する就業・育成一貫支援プログラムを実施するとともに、

労働分野全体の相談窓口である「京都お仕事相談窓口」において、求職者の状況に応じた最

適な支援を案内する。 
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27. 障害者雇用促進・活躍応援事業費【継続】228,584千円（再掲） 

障害者の就労と企業の人材確保・定着に向け、地域就労支援機関等との連携により、障害者

と京都企業双方の適性に合った就労支援を実施する。 

28. 京都ジョブパーク推進費【継続】176,831千円 

京都ジョブパーク及び北京都ジョブパークにおいて、若年者をはじめ、就職氷河期世代の方、

中高年齢者や女性、障害者等を対象に、ハローワークと一体となって、相談から就職、職場

定着までのサービスをワンストップで提供する。 

29. 就職氷河期世代雇用支援総合対策事業費【継続】135,763千円 

就職氷河期世代の方が希望に応じた就業ができるよう、きめ細やかな就業支援を実施する。 

30. 京都産業創造リカレッジプロジェクト事業費【継続】250,000千円 

労働集約型産業から知的創造型産業への構造転換を進めるため、「大学の知」を活用した新

たな雇用・労働政策を展開することで、企業の自律的な成長と質の高い安定的な雇用を創出

する。  
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◼ 観光関係 

31. 京都・かぐや姫観光推進事業費【継続】19,701千円 

世界的観光都市・京都市に近接し、多くの歴史・文化遺産、自然等の資源を有する乙訓エリ

アを「竹の里・乙訓」をテーマに、「京都・かぐや姫観光」を推進する。 

32. インバウンド対策事業費【継続】61,801千円 

インバウンドの効果を府域全体に行き渡らせるため、情報発信をはじめとするプロモーショ

ンを実施する。 

33. ｢食の京都｣推進事業費【継続】28,000千円 

府域共通の観光資源でもある「食」を目的とした観光誘客を促進するため、「食の京都」をキ

ーワードに地域のいちおし食材等を活用した地域の魅力向上・消費地での認知度向上を図る。 

34. 文化観光推進事業費【継続】4,800千円 

文化庁移転を契機に、これまで取り組んできた文化財を活用した観光誘客をさらに発展させ、

京都ならではの本物の文化を体験できる文化観光を推進する。 

35. ミニＭＩＣＥ等誘致促進事業費【継続】5,000千円 

学会等大規模なものだけでなく、会議や招聘旅行等の多様なＭＩＣＥ（ミニＭＩＣＥ）を京

都府域へ誘致する。 

36. 京都府観光連盟ＤＭＯ推進事業費【継続】104,865千円 

都道府県ＤＭＯとして、多様な関係者と協働し、京都の観光地域づくりを広域的な視点から

推進する公益社団法人京都府観光連盟におけるデータ収集・分析による効果的なプロモーシ

ョンや、京都観光を支える受入基盤強化の取組を推進する。 
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